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については、直近の３月における１月当たりの平均実利用者数 については、直近の３月における１月当たりの平均実利用者数

を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は

再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるもの 再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるもの

であること。平均実利用者数については、毎月ごとに記録する であること。平均実利用者数については、毎月ごとに記録する

ものとし、所定の人数を上回った場合については、直ちに第一 ものとし、所定の人数を上回った場合については、直ちに第一

の５の届出を提出しなければならない。また、当該加算を算定 の５の届出を提出しなければならない。また、当該加算を算定

する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同 する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同

意を得てサービスを行う必要があること。 意を得てサービスを行う必要があること。

⑤ 注３に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に居住してい ⑤ 注３に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に居住してい

る利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて複数の福祉 る利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて複数の福祉

用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合の加算限度につ 用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合の加算限度につ

いて いて

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合に 複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合に

は、保険給付対象となる福祉用具の貸与に要する費用の合計額 は、保険給付対象となる福祉用具の貸与に要する費用の合計額

の３分の１に相当する額を限度として加算できるものとする。 の３分の１に相当する額を限度として加算できるものとする。

この場合において、交通費の額が当該３分の１に相当する額に この場合において、交通費の額が当該３分の１に相当する額に

満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按分して、 満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按分して、

それぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。な それぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。な

お、当該加算を算定する利用者については、指定居宅サービス お、当該加算を算定する利用者については、指定居宅サービス

基準第197条第３項第１号に規定する交通費の支払いを受けるこ 基準第197条第３項第１号に規定する交通費の支払いを受けるこ

とはできないこととする。 とはできないこととする。

⑵ 要介護１の者等に係る指定福祉用具貸与費 ⑵ 要介護１の者等に係る指定福祉用具貸与費

① 算定の可否の判断基準 ① 算定の可否の判断基準

要介護１の者に係る指定福祉用具貸与費については、その状 要介護１の者に係る指定福祉用具貸与費については、その状

態像から見て使用が想定しにくい「車いす 「車いす付属品 、 態像から見て使用が想定しにくい「車いす 「車いす付属品 、」、 」 」、 」

「特殊寝台 「特殊寝台付属品 「床ずれ防止用具 「体位変 「特殊寝台 「特殊寝台付属品 「床ずれ防止用具 「体位変」、 」、 」、 」、 」、 」、

換器 「認知症老人徘徊感知機器 「移動用リフト（つり具の 換器 「認知症老人徘徊感知機器 「移動用リフト（つり具の」、 」、 」、 」、

部分を除く 」及び「自動排泄処理装置 （以下「対象外種目」 部分を除く 」及び「自動排泄処理装置 （以下「対象外種目」」 」

という に対しては、原則として算定できない。また 「自動 という に対しては、原則として算定できない。また 「自動、 、

（ 」 （ 」排泄処理装置 尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く 排泄処理装置 尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く

については、要介護１の者に加え、要介護２及び要介護３の者 については、要介護１の者に加え、要介護２及び要介護３の者

に対しては、原則として算定できない。しかしながら95号告示 に対しては、原則として算定できない。しかしながら利用者等

第25号のイで定める状態像に該当する者については 軽度者 要 告示第31号のイで定める状態像に該当する者については、軽度、 （

介護１の者をいう。ただし、自動排泄処理装置については、要 者（要介護１の者をいう。ただし、自動排泄処理装置について

介護１、要介護２及び要介護３の者をいう。以下⑵において同 は、要介護１、要介護２及び要介護３の者をいう。以下⑵にお
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じ であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外 いて同じ であっても、その状態像に応じて利用が想定される

種目について指定福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判 対象外種目について指定福祉用具貸与費の算定が可能であり、

断については、次のとおりとする。 その判断については、次のとおりとする。

ア 原則として次の表の定めるところにより 「要介護認定等 ア 原則として次の表の定めるところにより 「要介護認定等、 、

基準時間の推計の方法 （平成11年厚生省告示第91号）別表 基準時間の推計の方法 （平成11年厚生省告示第91号）別表」 」

第一の調査票のうち基本調査の直近の結果（以下単に「基本 第一の調査票のうち基本調査の直近の結果（以下単に「基本

調査の結果」という を用い、その要否を判断するものとす 調査の結果」という を用い、その要否を判断するものとす

る。 る。

イ ただし、アの㈡「日常生活範囲における移動の支援が特に イ ただし、アの㈡「日常生活範囲における移動の支援が特に

必要と認められる者」及びオの㈢「生活環境において段差の 必要と認められる者」及びオの㈢「生活環境において段差の

解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査 解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査

結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門 結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門

相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者 相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者

が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジ が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジ

。 。メントにより指定居宅介護支援事業者が判断することとなる メントにより指定居宅介護支援事業者が判断することとなる

なお、この判断の見直しについては、居宅サービス計画に記 なお、この判断の見直しについては、居宅サービス計画に記

載された必要な理由を見直す頻度（必要に応じて随時）で行 載された必要な理由を見直す頻度（必要に応じて随時）で行

うこととする。 うこととする。

ウ また、アにかかわらず、次のⅰ)からⅲ)までのいずれかに ウ また、アにかかわらず、次のⅰ)からⅲ)までのいずれかに

該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、 該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、

サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントによ サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントによ

り福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合に り福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合に

あっては、これらについて、市町村が書面等確実な方法によ あっては、これらについて、市町村が書面等確実な方法によ

り確認することにより、その要否を判断することができる。 り確認することにより、その要否を判断することができる。

この場合において、当該医師の医学的な所見については、主 この場合において、当該医師の医学的な所見については、主

治医意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当の介護 治医意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当の介護

支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所 支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所

見により確認する方法でも差し支えない。 見により確認する方法でも差し支えない。

疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によⅰ) ⅰ)

って又は時間帯によって、頻繁に95号告示第25号のイに該 って又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示第31号のイ

当する者 に該当する者

（例 パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象） （例 パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象）

疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間ⅱ) ⅱ)

のうちに95号告示第25号のイに該当することが確実に見込 のうちに利用者等告示第31号のイに該当することが確実に

まれる者 見込まれる者
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（例 がん末期の急速な状態悪化） （例 がん末期の急速な状態悪化）

疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症ⅲ) ⅲ)

状の重篤化の回避等医学的判断から95号告示第25号のイに 状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第31号の

該当すると判断できる者 イに該当すると判断できる者

（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不 （例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不

全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避） 全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）

注 括弧内の状態は、あくまでも ～ の状態の者に該当す 注 括弧内の状態は、あくまでも ～ の状態の者に該当すⅰ) ⅲ) ⅰ) ⅲ)

る可能性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に括 る可能性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に括

弧内の状態以外の者であっても、 ～ の状態であると判 弧内の状態以外の者であっても、 ～ の状態であると判ⅰ) ⅲ) ⅰ) ⅲ)

断される場合もありうる。 断される場合もありうる。

② 基本調査結果による判断の方法 ② 基本調査結果による判断の方法

指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に 指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に

係る指定福祉用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、 係る指定福祉用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、

「厚生労働大臣が定める者」のイへの該当性を判断するための 「厚生労働大臣が定める者」のイへの該当性を判断するための

基本調査の結果の確認については、次に定める方法による。な 基本調査の結果の確認については、次に定める方法による。な

お、当該確認に用いた文書等については、サービス記録と併せ お、当該確認に用いた文書等については、サービス記録と併せ

て保存しなければならない。 て保存しなければならない。

ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該 ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該

軽度者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第一の 軽度者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第一の

認定調査票について必要な部分（実施日時、調査対象者等の 認定調査票について必要な部分（実施日時、調査対象者等の

時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答 時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答

で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分 の写し 以下 調 で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分 の写し 以下 調） （ 「 ） （ 「

査票の写し」という の内容が確認できる文書を入手するこ 査票の写し」という の内容が確認できる文書を入手するこ

とによること。 とによること。

イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合 イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合

にあっては、当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示さ にあっては、当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示さ

せ、それを入手すること。 せ、それを入手すること。

第三 居宅介護支援費に関する事項 第三 居宅介護支援費に関する事項

１ 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合等 １ 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合等

死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月 死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月

分の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成1 分の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成1

1年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という 第14 1年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という 第14

条第１項に規定する文書（給付管理票）を市町村（審査支払を国保 条第１項に規定する文書（給付管理票）を市町村（審査支払を国保

連合会に委託している場合は、国保連合会）に届け出ている事業者 連合会に委託している場合は、国保連合会）に届け出ている事業者

について、居宅介護支援費を算定する。 について、居宅介護支援費を算定する。
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２ 月の途中で、事業者の変更がある場合 ２ 月の途中で、事業者の変更がある場合

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保 利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保

連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨で 連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨で

あるため、月の途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事 あるため、月の途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事

業者についてのみ居宅介護支援費を算定するものとする（ただし、 業者についてのみ居宅介護支援費を算定するものとする（ただし、

月の途中で他の市町村に転出する場合を除く 。 月の途中で他の市町村に転出する場合を除く 。

３ 月の途中で要介護度に変更があった場合 ３ 月の途中で要介護度に変更があった場合

要介護１又は要介護２と、要介護３から要介護５までは居宅介護 要介護１又は要介護２と、要介護３から要介護５までは居宅介護

サービス計画費の単位数が異なることから、要介護度が要介護１又 サービス計画費の単位数が異なることから、要介護度が要介護１又

は要介護２から、要介護３から要介護５までに変更となった場合の は要介護２から、要介護３から要介護５までに変更となった場合の

取扱いは、月末における要介護度区分に応じた報酬を請求するもの 取扱いは、月末における要介護度区分に応じた報酬を請求するもの

とする。 とする。

４ 月の途中で、他の市町村に転出する場合 ４ 月の途中で、他の市町村に転出する場合

利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後 利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後

のそれぞれの支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理するこ のそれぞれの支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理するこ

とになることから、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の とになることから、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の

給付管理票も別々に作成すること。この場合、それぞれの給付管理 給付管理票も別々に作成すること。この場合、それぞれの給付管理

票を同一の居宅介護支援事業者が作成した場合であっても、それぞ 票を同一の居宅介護支援事業者が作成した場合であっても、それぞ

れについて居宅介護支援費が算定されるものとする。 れについて居宅介護支援費が算定されるものとする。

５ サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合 ５ サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を

作成した月においても利用実績のない月については、給付管理票を 作成した月においても利用実績のない月については、給付管理票を

作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。 作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。

６ 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 ６ 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合

注２の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」につい 注２の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」につい

ては、96号告示第56号に規定することとしたところであるが、より ては、大臣基準告示第82号に規定することとしたところであるが、

具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。 より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営 これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営

。 、 。 、基準に係る規定を遵守するよう努めるものとする 都道府県知事は 基準に係る規定を遵守するよう努めるものとする 都道府県知事は

当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導するこ 当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導するこ

と。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、 と。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、

指定の取消しを検討するものとする。 指定の取消しを検討するものとする。

⑴ 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の ⑴ 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の

場合に減算されるものであること。 場合に減算されるものであること。

① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利 ① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利
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用者及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービ 用者及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービ

ス計画に係る月（以下「当該月」という から当該状態が解消 ス計画に係る月（以下「当該月」という から当該状態が解消

されるに至った月の前月まで減算する。 されるに至った月の前月まで減算する。

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催 ② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催

等を行っていない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。 等を行っていない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。

以下同じ には、当該月から当該状態が解消されるに至った月 以下同じ には、当該月から当該状態が解消されるに至った月

の前月まで減算する。 の前月まで減算する。

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の ③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の

内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により 内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により

利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当 利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当

者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消され 者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消され

るに至った月の前月まで減算する。 るに至った月の前月まで減算する。

⑵ 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、 ⑵ 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、

サービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該 サービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該

状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合 ① 居宅サービス計画を新規に作成した場合

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場 ② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場

合 合

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認 ③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認

定を受けた場合 定を受けた場合

⑶ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把 ⑶ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把

握（以下「モニタリング」という に当たっては、次の場合に減 握（以下「モニタリング」という に当たっては、次の場合に減

算されるものであること。 算されるものであること。

、 、① 当該事業所の介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪問し ① 当該事業所の介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪問し

利用者に面接していない場合には、特段の事情のない限り、そ 利用者に面接していない場合には、特段の事情のない限り、そ

。 。の月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する の月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録し ② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録し

ていない状態が１月以上継続する場合には、特段の事情のない ていない状態が１月以上継続する場合には、特段の事情のない

限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで 限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで

減算する。 減算する。

７ 基本単位の取扱いについて ７ 基本単位の取扱いについて

⑴ 取扱件数の取扱い ⑴ 取扱件数の取扱い

基本単位の居宅介護支援費(Ⅰ)、居宅介護支援費(Ⅱ)、居宅介 基本単位の居宅介護支援費(Ⅰ)、居宅介護支援費(Ⅱ)、居宅介

護支援費(Ⅲ)を区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定 護支援費(Ⅲ)を区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定

居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている 居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている
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者をいう の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指 者をいう の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指

定介護予防支援に係る利用者（指定居宅介護支援等基準第13条第2 定介護予防支援に係る利用者（120条告示に規定する厚生労働大臣

5号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を が定める地域に該当する地域に住所を有する利用者を除く の数

有する利用者を除く の数に２分の１を乗じた数を加えた数を当 に２分の１を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法に

該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で より算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。

除して得た数とする。

⑵ 居宅介護支援費の割り当て ⑵ 居宅介護支援費の割り当て

居宅介護支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の利用者ごとの割り当てに 居宅介護支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の利用者ごとの割り当てに

当たっては、利用者の契約日が古いものから順に、１件目から39 当たっては、利用者の契約日が古いものから順に、１件目から39

件目（常勤換算方法で一を超える数の介護支援専門員がいる場合 件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合

にあっては、四〇にその数を乗じた数から１を減じた件数まで） にあっては、40にその数を乗じた数から１を減じた件数まで）に

については居宅介護支援費(Ⅰ)を算定し、40件目（常勤換算方法 ついては居宅介護支援費(Ⅰ)を算定し、40件目（常勤換算方法で

で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40にそ １を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40にその

の数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞれ 数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居

居宅介護支援費(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定すること。 宅介護支援費(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定すること。

８ 注４について ８ 注４について

実利用者数とは前年度（３月を除く の１月当たりの平均実利用 実利用者数とは前年度（３月を除く の１月当たりの平均実利用

者数をいうものとし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新た 者数をいうものとし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新た

に事業を開始し、又は再開した事業所を含む については、直近の に事業を開始し、又は再開した事業所を含む については、直近の

３月における１月当たりの平均実利用者数を用いるものとする。し ３月における１月当たりの平均実利用者数を用いるものとする。し

たがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、 たがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、

４月目以降届出が可能となるものであること。平均実利用者数につ ４月目以降届出が可能となるものであること。平均実利用者数につ

いては、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を上回った場合 いては、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を上回った場合

については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。 については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。

９ 初回加算について ９ 初回加算について

初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。 初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。

① 新規に居宅サービス計画を作成する場合 ① 新規に居宅サービス計画を作成する場合

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成 ② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成

する場合 する場合

③ 要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計 ③ 要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計

画を作成する場合 画を作成する場合

10 特定事業所集中減算について 10 特定事業所集中減算について

⑴ 判定期間と減算適用期間 ⑴ 判定期間と減算適用期間

居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当 居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当

該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算 該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算
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の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所 の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所

が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を

適用する。 適用する。

① 判定期間が前期（３月１日から８月末日）の場合は、減算適 ① 判定期間が前期（３月１日から８月末日）の場合は、減算適

用期間を10月１日から３月31日までとする。 用期間を10月１日から３月31日までとする。

② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適 ② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適

用期間を４月１日から９月30日までとする。 用期間を４月１日から９月30日までとする。

なお、大臣基準告示において第83号の規定は平成27年９月１日

から適用するとしているが、具体的には、②の期間（９月１日か

ら２月末日）において作成された居宅サービス計画の判定から適

用するものであり、減算については、翌４月１日からの居宅介護

支援から適用するものである。

⑵ 判定方法 ⑵ 判定方法

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居 各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居

宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与が 宅サービス計画のうち、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪

位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介 問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短

護、通所介護又は福祉用具貸与それぞれについて、最もその紹介 期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 利、 、 （

件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という を位置付けた 用期間を定めて行うものに限る 、福祉用具貸与、定期巡回・随。）

居宅サービス計画の数の占める割合を計算し 訪問介護サービス 時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所、 、

通所介護又は福祉用具貸与のいずれかについて90％を超えた場合 介護、小規模多機能型居宅介護（利用期間を定めて行うものに限

に減算する。 る 、認知症対応型共同生活介護（利用期間を定めて行うものに。）

限る 、地域密着型特定施設入居者生活介護（利用期間を定めて。）

行うものに限る ）又は看護小規模多機能型居宅介護（利用期間。

。）（ 「 」 。）を定めて行うものに限る 以下 訪問介護サービス等 という

が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問

介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人

（以下「紹介率最高法人」という ）を位置付けた居宅サービス。

計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれか

について80％を超えた場合に減算する。

（具体的な計算式） （具体的な計算式）

事業所ごとに、次の計算式により計算し、①、②又は③のい 事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式によ

ずれかの値が90％を超えた場合に減算 り計算し、いずれかのサービスの値が80％を超えた場合に減算

① 訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問 当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当

介護を位置付けた計画数 該サービスを位置付けた計画数

② 通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷通所
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介護を位置付けた計画数

③ 福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷

福祉用具貸与を位置付けた計画数

⑶ 算定手続 ⑶ 算定手続

判定期間が前期の場合については９月15日までに、判定期間が 判定期間が前期の場合については９月15日までに、判定期間が

後期の場合については３月15日までに、すべての居宅介護支援事 後期の場合については３月15日までに、すべての居宅介護支援事

業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果90 業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果80

％を超えた場合については当該書類を都道府県知事に提出しなけ ％を超えた場合については当該書類を都道府県知事(指定都市及び

ればならない。なお、90％を超えなかった場合についても、当該 中核市においては、指定都市又は中核市の市長)に提出しなければ

書類は、各事業所において２年間保存しなければならない。 ならない。なお、80％を超えなかった場合についても、当該書類

は、各事業所において２年間保存しなければならない。

① 判定期間における居宅サービス計画の総数 ① 判定期間における居宅サービス計画の総数

② 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置付け ② 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービ

られた居宅サービス計画数 ス計画数

③ 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介率最 ③ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付け

、 、高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高 られた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称 住所

法人の名称、住所、事業所名及び代表者名 事業所名及び代表者名

④ ⑵の算定方法で計算した割合 ④ ⑵の算定方法で計算した割合

⑤ ⑵の算定方法で計算した割合が90％を超えている場合であっ ⑤ ⑵の算定方法で計算した割合が80％を超えている場合であっ

て正当な理由がある場合においては、その正当な理由 て正当な理由がある場合においては、その正当な理由

⑷ 正当な理由の範囲 ⑷ 正当な理由の範囲

⑶で判定した割合が90％以上あった場合には、90％を超えるに ⑶で判定した割合が80％を超える場合には、80％を超えるに至

至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由 ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を

を都道府県知事（指定都市及び中核市においては、指定都市又は 都道府県知事（指定都市及び中核市においては、指定都市又は中

中核市の市長）に提出すること。なお、都道府県知事（指定都市 核市の市長）に提出すること。なお、都道府県知事（指定都市及

及び中核市においては、指定都市又は中核市の市長）が当該理由 び中核市においては、指定都市又は中核市の市長）が当該理由を

を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものと 不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとし

して取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次 て取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次の

のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情 ようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等

等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかど も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどう

うかを都道府県知事（指定都市及び中核市においては、指定都市 かを都道府県知事（指定都市及び中核市においては、指定都市又

又は中核市の市長）において適正に判断されたい。 は中核市の市長）において適正に判断されたい。

① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サー ① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サー

ビス等が各サービスごとでみた場合に５事業所未満である場合 ビス等が各サービスごとでみた場合に５事業所未満である場合

などサービス事業所が少数である場合 などサービス事業所が少数である場合
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（例）訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として1 （例）訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として1

0事業所が所在する地域の場合 0事業所が所在する地域の場合

紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して、減算は 紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して、減算は

適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業者に 適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業者に

対して、減算は適用される。 対して、減算は適用される。

（例）訪問看護事業所として４事業所、通所リハビリテーショ（新規）

ン事業所として４事業所が所在する地域の場合は、紹介率

最高法人である訪問看護事業者、通所リハビリテーション

事業者それぞれに対して、減算は適用されない。

② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合 ② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合

③ 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以 ③ 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以

下であるなど事業所が小規模である場合 下であるなど事業所が小規模である場合

④ 判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれ（新規）

のサービスが位置付けられた計画件数が１月当たり平均10件以

下であるなど、サービスの利用が少数である場合

（例）訪問看護が位置付けられた計画件数が１月当たり平均５

件、通所介護が位置付けられた計画件数が１月当たり平均2

0件の場合紹介率最高法人である訪問看護事業者に対して、

減算は適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事

業者に対して、減算は適用される。

④ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合 ⑤ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合

などにより特定の事業者に集中していると認められる場合 などにより特定の事業者に集中していると認められる場合

（例）利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用し（新設）

たい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケ

ア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援

内容についての意見・助言を受けているもの。

⑤ その他正当な理由と都道府県知事（指定都市及び中核市にお ⑥ その他正当な理由と都道府県知事（指定都市及び中核市にお

いては、指定都市又は中核市の市長）が認めた場合 いては、指定都市又は中核市の市長）が認めた場合

11 特定事業所加算について 11 特定事業所加算について

⑴ 趣旨 ⑴ 趣旨

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的 特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的

な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマ な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマ

ネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネ ネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネ

ジメントの質の向上に資することを目的とするものである。 ジメントの質の向上に資することを目的とするものである。

⑵ 基本的取扱方針 ⑵ 基本的取扱方針
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この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、 この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立し ・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立し

た事業所であること た事業所であること

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置 ・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置

され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が

整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所である 整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所である

ことが必要となるものである。 ことが必要となるものである。

、 、 、 、本制度については こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ 本制度については こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ

中重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメン 中重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメン

トを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図られ トを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図られ

るよう留意されたい。 るよう留意されたい。

⑶ 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 ⑶ 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針

96号告示第58号に規定する各要件の取扱については、次に定め 大臣基準告示第84号に規定する各要件の取扱については、次に

るところによること。 定めるところによること。

① ⑴関係 ① ⑴関係

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居 常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居

宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にあ 宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にあ

る他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 る他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。

② ⑵関係 ② ⑵関係

常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援 常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援

専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定す 専門員２名を置く必要があること。したがって、当該加算を算

る事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護 定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員２名

支援専門員３名の合計４名を常勤かつ専従で配置する必要があ 及び介護支援専門員３名の合計５名を常勤かつ専従で配置する

ること。 必要があること。

③ ⑶関係 ③ ⑶関係

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事 「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事

項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすもの 項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすもの

でなければならないこと。 でなければならないこと。

、 。 、 。ア 議題については 少なくとも次のような議事を含めること ア 議題については 少なくとも次のような議事を含めること

⑴ 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 ⑴ 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針

⑵ 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善 ⑵ 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善

方策 方策

⑶ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 ⑶ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況

⑷ 保健医療及び福祉に関する諸制度 ⑷ 保健医療及び福祉に関する諸制度

⑸ ケアマネジメントに関する技術 ⑸ ケアマネジメントに関する技術
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⑹ 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方 ⑹ 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方

針 針

⑺ その他必要な事項 ⑺ その他必要な事項

イ 議事については、記録を作成し、２年間保存しなければな イ 議事については、記録を作成し、２年間保存しなければな

らないこと。 らないこと。

ウ 「定期的」とは、概ね週１回以上であること。 ウ 「定期的」とは、おおむね週１回以上であること。

④ ⑷関係 ④ ⑷関係

24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等によ 24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等によ

り連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可 り連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可

能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所 能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所

の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。 の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。

⑤ ⑸関係 ⑤ ⑸関係

要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合が50％以上であ 要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合が40％以上であ

ることについては、毎月その割合を記録しておくこと。 ることについては、毎月その割合を記録しておくこと。

なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的 なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的

、 、に支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり に支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり

こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについ こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについ

ても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであ ても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであ

ること。 ること。

また、⑺の要件のうち 「地域包括支援センターから支援が また、⑺の要件のうち 「地域包括支援センターから支援が、 、

困難な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、 困難な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、

例外的に⑸の50％要件の枠外として取り扱うことが可能である 例外的に⑸の40％要件の枠外として取り扱うことが可能である

こと（すなわち、当該ケースについては、要介護３、要介護４ こと（すなわち、当該ケースについては、要介護３、要介護４

又は要介護５の者の割合の計算の対象外として取り扱うことが 又は要介護５の者の割合の計算の対象外として取り扱うことが

可能 。 可能 。） ）

⑥ ⑹関係 ⑥ ⑹関係

「計画的に研修を実施していること」については、当該事業 「計画的に研修を実施していること」については、当該事業

所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該 所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該

研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援 研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援

専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実 専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実

施時期等について、毎年度少なくとも年度が始まる３月前まで 施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次

に次年度の計画を定めなければならない。また、管理者は、研 年度の計画を定めなければならない。また、管理者は、研修目

修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善 標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置

措置を講じなければならないこと。なお、年度の途中で加算取 を講じなければならないこと。なお、年度の途中で加算取得の

得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計 届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を
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画を策定すればよいこと。 策定すればよいこと。

⑦ ⑺関係 ⑦ ⑺関係

特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困 特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困

、 、 、 、 、 、難ケースを受け入れるものでなければならず また そのため 難ケースを受け入れるものでなければならず また そのため

常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ 常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ

と。 と。

⑧ ⑼関係 ⑧ ⑼関係

特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい 特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい

ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正 ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正

を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保し を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保し

た事業所である必要があること。 た事業所である必要があること。

⑨ ⑽関係 ⑨ ⑽関係

取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均 取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均

して介護支援専門員１名当たり40名未満であれば差し支えない して介護支援専門員１名当たり40名未満であれば差し支えない

こととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケ こととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケ

アマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければな アマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければな

らないこと。 らないこと。

⑩ ⑾関係（新設）

協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行

われていることに限らず、受入が可能な体制が整っていること

をいう。そのため、当該指定居宅介護支援事業所は、研修の実

施主体との間で実習等の受入を行うことに同意していること

を、書面等によって提示できるようにすること。

⑩ 特定事業所加算(Ⅱ)について ⑪ 特定事業所加算(Ⅱ)について

常勤かつ専従の主任介護支援専門員等については、当該指定 常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居

居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内に 宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にあ

ある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 る他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。

また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介 また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介

護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を 護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を

算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及 算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及

び介護支援専門員２名の合計３名を常勤かつ専従で配置する必 び介護支援専門員３名の合計４名を常勤かつ専従で配置する必

要があること。 要があること。

（新規） ⑫ 特定事業所加算（Ⅲ）について

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定

居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内
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にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとす

る。

また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任

介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加

算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専

門員及び介護支援専門員２名の合計３名を常勤かつ専従で配

置する必要があること。

⑪ その他 ⑬ その他

特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく 特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく

情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所であ 情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所であ

。 、 。 、る旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと また る旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと また

利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内 利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内

容が理解できるよう説明を行うこと。 容が理解できるよう説明を行うこと。

⑷ 手続 ⑷ 手続

本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準 本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準

の遵守状況に関する所定の記録を作成し、２年間保存するととも の遵守状況に関する所定の記録を作成し、２年間保存するととも

に、都道府県知事等から求めがあった場合については、提出しな に、都道府県知事等から求めがあった場合については、提出しな

ければならない。 ければならない。

12 入院時情報連携加算について 12 入院時情報連携加算について

⑴ 総論 ⑴ 総論

必要な情報 とは 具体的には 当該利用者の心身の状況 例 必要な情報 とは 具体的には 当該利用者の心身の状況 例「 」 、 、 （ 「 」 、 、 （

えば疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など 、生 えば疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など 、生） ）

活環境（例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介 活環境（例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介

護者の状況など）及びサービスの利用状況をいう。当該加算につ 護者の状況など）及びサービスの利用状況をいう。当該加算につ

いては、利用者１人につき、１月に１回を限度として算定するこ いては、利用者１人につき、１月に１回を限度として算定するこ

ととする。なお、利用者が入院してから遅くとも７日以内に情報 ととする。なお、利用者が入院してから遅くとも７日以内に情報

提供した場合に算定することとする。 提供した場合に算定することとする。

、 、 （ ）、 、 、 （ ）、また 情報提供を行った日時 場所 医療機関へ出向いた場合 また 情報提供を行った日時 場所 医療機関へ出向いた場合

内容、提供手段（面談、ＦＡＸ等）等について居宅サービス計画 内容、提供手段（面談、ＦＡＸ等）等について居宅サービス計画

等に記録すること。なお、情報提供の方法としては、居宅サービ 等に記録すること。なお、情報提供の方法としては、居宅サービ

ス計画等の活用が考えられる。 ス計画等の活用が考えられる。

⑵ 入院時情報連携加算(Ⅰ) ⑵ 入院時情報連携加算(Ⅰ)

医療機関へ出向いて、当該医療機関の職員と面談し、必要な情 医療機関へ出向いて、当該医療機関の職員と面談し、必要な情

報を提供した場合に所定単位数を算定する。 報を提供した場合に所定単位数を算定する。

⑶ 入院時情報連携加算(Ⅱ) ⑶ 入院時情報連携加算(Ⅱ)
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⑵以外の方法により必要な情報を提供した場合に所定単位数を ⑵以外の方法により必要な情報を提供した場合に所定単位数を

算定する。 算定する。

13 退院・退所加算について 13 退院・退所加算について

⑴ 病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設 ⑴ 病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設

若しくは介護保険施設への入所をしていた者が退院又は退所（地 若しくは介護保険施設への入所をしていた者が退院又は退所（地

域密着型介護福祉施設サービス又は介護福祉施設サービスの在宅 域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サー

・入所相互利用加算を算定する場合を除く し、その居宅におい ビスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く し、その

て居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において 居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場、

当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域 合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、

密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、 診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と

利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成 面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービ

し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を ス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に

行った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サー 関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地

。 、ビスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回加算を 域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する ただし

算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な情報 初回加算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する

については、別途定めることとする。 必要な情報については、別途定めることとする。

⑵ 退院・退所加算については、入院又は入所期間中３回（医師等 ⑵ 退院・退所加算については、入院又は入所期間中３回（医師等

からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、 からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、

必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービ 必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービ

ス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を含 ス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を含

む）まで算定することができる。 む）まで算定することができる。

ただし、３回算定することができるのは、そのうち１回につい ただし、３回算定することができるのは、そのうち１回につい

て、入院中の担当医等との会議（カンファレンス）に参加して、 て、入院中の担当医等との会議（カンファレンス）に参加して、

退院後の在宅での療養上必要な説明（診療報酬の算定方法（平成2 退院後の在宅での療養上必要な説明（診療報酬の算定方法（平成2

0年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表の退院時 6年厚生労働省告示第57号）別表第一医科診療報酬点数表の退院時

共同指導料２の注３の対象となるもの）を行った上で、居宅サー 共同指導料２の注３の対象となるもの）を行った上で、居宅サー

ビス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用 ビス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用

に関する調整を行った場合に限る。 に関する調整を行った場合に限る。

また、同１日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカン また、同１日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカン

ファレンスに参加した場合でも、１回として算定する。 ファレンスに参加した場合でも、１回として算定する。

なお、原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報 なお、原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報

を得ることが望ましいが、退院後７日以内に情報を得た場合には を得ることが望ましいが、退院後７日以内に情報を得た場合には

算定することとする。 算定することとする。

、 （ ） 、 、 （ ） 、また 前記にかかる会議 カンファレンス に参加した場合は また 前記にかかる会議 カンファレンス に参加した場合は

、 （ ） 、 （ ）⑴において別途定める様式ではなく 当該会議 カンファレンス ⑴において別途定める様式ではなく 当該会議 カンファレンス
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等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービ 等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービ

ス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付 ス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付

すること。 すること。

14 認知症加算について （削除）

ヘにおいて「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動

が認められることから介護を必要とする認知症の利用者」とあるの

は、日常生活自立度によるランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者をいう

ものであること。

15 独居高齢者加算について （削除）

当該加算は、利用者から介護支援専門員に対し、単身で居住して

いる旨の申立てがあった場合であって、介護支援専門員のアセスメ

ントにより利用者が単身で居住していると認められる場合は、算定

できるものとする。なお、介護支援専門員のアセスメントの結果に

ついては、居宅サービス計画等に記載する。また、少なくとも月に

１回、利用者の居宅を訪問し、利用者が単身で居住している旨を確

認し、その結果を居宅サービス計画等に記載すること。

16 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について 14 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について

当該加算は、介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護事業所 当該加算は、介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護事業所

に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うこ に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うこ

とにより、当該利用者の小規模多機能型居宅介護における居宅サー とにより、当該利用者の小規模多機能型居宅介護における居宅サー

ビス計画の作成に協力を行った場合に、算定を行うものである。た ビス計画の作成に協力を行った場合に、算定を行うものである。た

だし、当該小規模多機能型居宅介護事業所について６月以内に当該 だし、当該小規模多機能型居宅介護事業所について６月以内に当該

、 。 、 、 。 、加算を算定した利用者については 算定することができない また 加算を算定した利用者については 算定することができない また

当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場 当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場

合にのみ算定することができるものとする。 合にのみ算定することができるものとする。

17 複合型サービス事業所連携加算について 15 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について

当該加算は 介護支援専門員が 複合型サービス事業所に出向き 当該加算は、介護支援専門員が、看護小規模多機能型居宅介護事、 、 、

利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うことにより、 業所に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行

当該利用者の複合型サービスにおける居宅サービス計画の作成に協 うことにより、当該利用者の看護小規模多機能型居宅介護における

力を行った場合に、算定を行うものである。ただし、当該複合型サ 居宅サービス計画の作成に協力を行った場合に、算定を行うもので

ービス事業所について６月以内に当該加算を算定した利用者につい ある。ただし、当該看護小規模多機能型居宅介護事業所について６

ては、算定することができない。また、当該加算は、利用者が複合 月以内に当該加算を算定した利用者については、算定することがで

型サービスの利用を開始した場合にのみ算定することができるもの きない。また、当該加算は、利用者が看護小規模多機能型居宅介護

とする。 の利用を開始した場合にのみ算定することができるものとする。

18 緊急時等居宅カンファレンス加算について 16 緊急時等居宅カンファレンス加算について
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⑴ 当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日（指導し ⑴ 当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日（指導し

た日が異なる場合は指導日もあわせて 、カンファレンスに参加 た日が異なる場合は指導日もあわせて 、カンファレンスに参加） ）

した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅 した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅

サービス計画等に記載すること。 サービス計画等に記載すること。

⑵ 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療 ⑵ 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療

機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施 機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施

されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化して されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化して

いることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サ いることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サ

ービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調 ービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調

整を行うなど適切に対応すること。 整を行うなど適切に対応すること。
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○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に
要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月８日老企第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）
（抄）

（変更点は下線部）

現行 改正案

第一 届出手続の運用 第一 届出手続の運用

１ 届出の受理 １ 届出の受理

⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等へ ⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等へ

の通知 の通知

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪

問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅 問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅

介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施 介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について （平成12年３月１日老企第36厚生省老人 上の留意事項について （平成12年３月１日老企第36厚生省老人」 」

保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所サービス通知」という 保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所サービス通知」という

第一の１の⑴から⑷までを準用する。 第一の１の⑴から⑷までを準用する。

⑵ 届出に係る加算等の算定の開始時期 ⑵ 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月 届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月

の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か

ら算定を開始するものとする。 ら算定を開始するものとする。

２ 届出事項の公開等 ２ 届出事項の公開等

訪問通所サービス通知の第一の２から６までを準用する。 訪問通所サービス通知の第一の２から６までを準用する。

第二 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者 第二 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者

生活介護費に係る部分に限る 及び施設サービス単位数表 生活介護費に係る部分に限る 及び施設サービス単位数表

１ 通則 １ 通則

⑴ 算定上における端数処理について ⑴ 算定上における端数処理について

訪問通所サービス通知の第二の１の⑴を準用する。 訪問通所サービス通知の第二の１の⑴を準用する。

⑵ 入所等の日数の数え方について ⑵ 入所等の日数の数え方について

① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入 ① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入

所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。 所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。

② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期 ② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期

入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設（以下②及び 入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設（以下②及び

③において「介護保険施設等」という の間で、又は隣接若し ③において「介護保険施設等」という の間で、又は隣接若し

くは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員 くは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員
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の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が

一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施 一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施

設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等 設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等

の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の

利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合 利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合

は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定 は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定

しない。 しない。

③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施 ③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施

設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医 設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医

（ 「 」 （ 「 」療保険の診療報酬が適用されるもの 以下 医療保険適用病床 療保険の診療報酬が適用されるもの 以下 医療保険適用病床

という 又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地 という 又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地

における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該 における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該

介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行 介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行

われているもの（以下③において「同一敷地内等の医療保険適 われているもの（以下③において「同一敷地内等の医療保険適

用病床」という に入院する場合（同一医療機関内の転棟の場 用病床」という に入院する場合（同一医療機関内の転棟の場

合を含む は、介護保険施設等においては退所等の日は算定さ 合を含む は、介護保険施設等においては退所等の日は算定さ

れず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその れず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその

日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転棟 日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転棟

の場合を含む は、介護保険施設等においては入所等の日は算 の場合を含む は、介護保険施設等においては入所等の日は算

定されない。 定されない。

④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の ④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の

員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成12年厚生省告 員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成12年厚生省告

示第27号。以下「通所介護費等の算定方法」という の適用に 示第27号。以下「通所介護費等の算定方法」という の適用に

、 、 、 、関する平均利用者数等の算定においては 入所等した日を含み 関する平均利用者数等の算定においては 入所等した日を含み

退所等した日は含まないものとする。 退所等した日は含まないものとする。

⑶ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について ⑶ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービ ① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービ

ス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについて ス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについて

は、当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を は、当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を

入所等させているいわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の 入所等させているいわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の

減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定員 減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定員

超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているとこ 超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているとこ

ろであるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であ ろであるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であ

り、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。 り、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。

② この場合の利用者等の数は、１月間（暦月）の利用者等の数 ② この場合の利用者等の数は、１月間（暦月）の利用者等の数
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の平均を用いる。この場合、１月間の利用者等の数の平均は、 の平均を用いる。この場合、１月間の利用者等の数の平均は、

当該月の全利用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とす 当該月の全利用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とす

る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切 る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切

り上げるものとする。 り上げるものとする。

③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超 ③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超

過利用の基準に該当することとなった事業所又は施設について 過利用の基準に該当することとなった事業所又は施設について

は、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、 は、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、

利用者等の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方 利用者等の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方

法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消 法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消

されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。 されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。

④ 都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条 ④ 都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条

の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という 又は同法第 の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という 又は同法第

252条の22第１項の中核市（以下「中核市」という において 252条の22第１項の中核市（以下「中核市」という において

、 。 、 、 、 。 、 、は 指定都市又は中核市の市長 ３の⑹ニｃ ７の⑻⑤を除き は 指定都市又は中核市の市長 ３の⑹ニｃ ７の⑻⑤を除き

以下同じ は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に 以下同じ は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に

対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わ 対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わ

ず、定員超過利用が２月以上継続する場合には、特別な事情が ず、定員超過利用が２月以上継続する場合には、特別な事情が

、 。 、 。ある場合を除き 指定又は許可の取消しを検討するものとする ある場合を除き 指定又は許可の取消しを検討するものとする

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用 ⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用

については、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた については、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた

時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することが 時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することが

やむを得ないと認められる場合は翌月も含む の翌月から所定 やむを得ないと認められる場合は翌月も含む の翌月から所定

単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにも 単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにも

かかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場 かかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場

合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行う 合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行う

ものとする。 ものとする。

⑷ 常勤換算方法による職員数の算定方法について ⑷ 常勤換算方法による職員数の算定方法について

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設におい 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設におい

て常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するも て常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するも

のとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむ のとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむ

を得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に一割の範 を得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に一割の範

囲内で減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充され 囲内で減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充され

れば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。 れば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。

⑸ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について ⑸ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活 ① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活
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介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護 介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護

療養施設サービスについては、当該事業所又は施設の看護師等 療養施設サービスについては、当該事業所又は施設の看護師等

の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆ の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆ

る人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通 る人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通

所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位 所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位

数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適 数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適

正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠 正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠

如の未然防止を図るよう努めるものとする。 如の未然防止を図るよう努めるものとする。

② 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者 ② 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者

数等は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31 数等は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31

日をもって終わる年度とする。以下同じ の平均を用いる（た 日をもって終わる年度とする。以下同じ の平均を用いる（た

だし、新規開設又は再開の場合は推定数による 。この場合、 だし、新規開設又は再開の場合は推定数による 。この場合、

利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度 利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度

の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当 の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当

たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 ③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、

イ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場 イ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場

合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月 合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月

まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の

算定方法に規定する算定方法に従って減算され、 算定方法に規定する算定方法に従って減算され、

ロ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基 ロ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基

準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につい 準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につい

て所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法 て所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法

に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準 に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準

を満たすに至っている場合を除く 。 を満たすに至っている場合を除く 。

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月 ④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月

から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全 から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全

員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算 員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算

定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員 定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員

基準を満たすに至っている場合を除く 。 基準を満たすに至っている場合を除く 。

⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定する ⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定する

ために必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如と ために必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如と

なるものであり、最も低い所定単位数を基にして減算を行うも なるものであり、最も低い所定単位数を基にして減算を行うも

のであること（したがって、例えば看護６:１、介護４:１の職 のであること（したがって、例えば看護６:１、介護４:１の職

員配置に応じた所定単位数を算定していた指定介護療養型医療 員配置に応じた所定単位数を算定していた指定介護療養型医療
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施設において、看護６:１、介護４:１を満たさなくなったが看 施設において、看護６:１、介護４:１を満たさなくなったが看

護６:１、介護５:１は満たすという状態になった場合は、看護 護６:１、介護５:１は満たすという状態になった場合は、看護

６:１、介護４:１の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位 ６:１、介護４:１の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位

数ではなく、看護６:１、介護５:１の所定単位数を算定するも 数ではなく、看護６:１、介護５:１の所定単位数を算定するも

のであり、看護６:１、介護６:１を下回ってはじめて人員基準 のであり、看護６:１、介護６:１を下回ってはじめて人員基準

欠如となるものであること 。なお、届け出ていた看護・介護 欠如となるものであること 。なお、届け出ていた看護・介護） ）

職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者又は施設 職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者又は施設

は該当することとなった職員配置を速やかに都道府県知事に届 は該当することとなった職員配置を速やかに都道府県知事に届

け出なければならないこと。また、より低い所定単位数の適用 け出なければならないこと。また、より低い所定単位数の適用

については、③の例によるものとすること。 については、③の例によるものとすること。

ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所又はユニット型 ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所又はユニット型

指定介護療養型医療施設については、看護６:１、介護４:１を 指定介護療養型医療施設については、看護６:１、介護４:１を

下回る職員配置は認められていないため、看護６:１、介護５: 下回る職員配置は認められていないため、看護６:１、介護５:

１、看護６:１、介護６:１の職員配置に応じた所定単位数を定 １、看護６:１、介護６:１の職員配置に応じた所定単位数を定

めておらず、職員配置が看護６:１、介護４:１を満たさない場 めておらず、職員配置が看護６:１、介護４:１を満たさない場

合は人員基準欠如となるものであり、看護６:１、介護４:１の 合は人員基準欠如となるものであり、看護６:１、介護４:１の

所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を算定する。 所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を算定する。

⑥ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、 ⑥ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、

職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導するこ 職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導するこ

と。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除 と。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除

き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。 き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。

⑹ 夜勤体制による減算について ⑹ 夜勤体制による減算について

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービ ① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービ

ス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについて ス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについて

は、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数 は、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数

の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤 の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤

務条件に関する基準（平成12年厚生省告示第29号。以下「夜勤 務条件に関する基準（平成12年厚生省告示第29号。以下「夜勤

職員基準」という ）を置いているところであるが、これらの 職員基準」という ）を置いているところであるが、これらの

規定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、適 規定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、適

正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う 正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う

看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう努める 看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう努める

ものとする。 ものとする。

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算について ② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算について

は、ある月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した は、ある月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した

場合に、その翌月において利用者等の全員について、所定単位 場合に、その翌月において利用者等の全員について、所定単位
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数が減算されることとする。 数が減算されることとする。

イ 夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までの時間を含 イ 夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までの時間を含

めた連続する16時間をいい、原則として事業所又は施設ごと めた連続する16時間をいい、原則として事業所又は施設ごと

に設定するものとする において夜勤を行う職員数が夜勤職 に設定するものとする において夜勤を行う職員数が夜勤職

員基準に定める員数に満たない事態が２日以上連続して発生 員基準に定める員数に満たない事態が２日以上連続して発生

した場合 した場合

ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定 ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定

める員数に満たない事態が４日以上発生した場合 める員数に満たない事態が４日以上発生した場合

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数について ③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数について

は、⑸②を準用すること。この場合において「小数点第２位以 は、⑸②を準用すること。この場合において「小数点第２位以

下」とあるのは「小数点以下」と読み替えるものとすること。 下」とあるのは「小数点以下」と読み替えるものとすること。

、 、 、 、④ 都道府県知事は 夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には ④ 都道府県知事は 夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には

夜勤を行う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、 夜勤を行う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、

指定の取消しを検討すること。 指定の取消しを検討すること。

⑺ 新設、増床又は減床の場合の利用者数等について ⑺ 新設、増床又は減床の場合の利用者数等について

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、 人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、

イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において１年未 イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において１年未

満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む 満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む

、 、 、 、の利用者数等は 新設又は増床の時点から６月未満の間は の利用者数等は 新設又は増床の時点から６月未満の間は

便宜上、ベッド数の90％を利用者数等とし、新設又は増床の 便宜上、ベッド数の90％を利用者数等とし、新設又は増床の

時点から６月以上１年未満の間は、直近の６月における全利 時点から６月以上１年未満の間は、直近の６月における全利

用者等の延数を６月間の日数で除して得た数とし、新設又は 用者等の延数を６月間の日数で除して得た数とし、新設又は

増床の時点から１年以上経過している場合は、直近１年間に 増床の時点から１年以上経過している場合は、直近１年間に

おける全利用者等の延数を１年間の日数で除して得た数とす おける全利用者等の延数を１年間の日数で除して得た数とす

る。 る。

ロ 減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減 ロ 減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減

床後の延利用者数を延日数で除して得た数とする。 床後の延利用者数を延日数で除して得た数とする。

ただし、病院又は診療所の医師の人員基準欠如の運用にお ただし、病院又は診療所の医師の人員基準欠如の運用にお

ける利用者数等については、医療法の取扱いの例によるもの ける利用者数等については、医療法の取扱いの例によるもの

であり、医事担当部局と十分連携を図るものとする。 であり、医事担当部局と十分連携を図るものとする。

また、短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護につ また、短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護につ

いては、イ又はロにより難い合理的な理由がある場合には、 いては、イ又はロにより難い合理的な理由がある場合には、

他の適切な方法により利用者数を推定するものとする。 他の適切な方法により利用者数を推定するものとする。

⑻ 短期入所的な施設サービスの利用について ⑻ 短期入所的な施設サービスの利用について

短期入所サービスについては、その運営に関する基準において 短期入所サービスについては、その運営に関する基準において
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「サービスの内容及びその利用期間等について利用申込者の同意 「サービスの内容及びその利用期間等について利用申込者の同意

を得なければならない」とされており、あらかじめ利用期間（退 を得なければならない」とされており、あらかじめ利用期間（退

所日）を定めて入所するものである。よって、あらかじめ退所日 所日）を定めて入所するものである。よって、あらかじめ退所日

を決めて入所する場合（ただし、施設の介護支援専門員と在宅の を決めて入所する場合（ただし、施設の介護支援専門員と在宅の

居宅介護支援事業者が密接な連携を行い、可能な限り対象者が在 居宅介護支援事業者が密接な連携を行い、可能な限り対象者が在

宅生活を継続できることを主眼として実施される介護福祉施設サ 宅生活を継続できることを主眼として実施される介護福祉施設サ

ービス費及び地域密着型介護福祉施設サービス費の在宅・入所相 ービス費及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費の在

互利用加算対象者を除く 、そのサービスは短期入所サービスで 宅・入所相互利用加算対象者を除く 、そのサービスは短期入所

あり、このようなサービス利用を「施設入所」とみなすことは、 サービスであり、このようなサービス利用を「施設入所」とみな

短期入所サービスを含む居宅サービスの支給限度基準額を設けた すことは、短期入所サービスを含む居宅サービスの支給限度基準

趣旨を没却するため、認められない。 額を設けた趣旨を没却するため、認められない。

⑼ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について ⑼ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

① 加算の算定要件として「 認知症高齢者の日常生活自立度判 ① 加算の算定要件として「 認知症高齢者の日常生活自立度判「 「

定基準」の活用について （平成５年10月26日老健第135号厚生 定基準」の活用について （平成５年10月26日老健第135号厚生」 」

省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生 省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生

活自立度 （以下「日常生活自立度」という を用いる場合の 活自立度 （以下「日常生活自立度」という を用いる場合の」 」

日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治 日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治

医意見書（以下この号において「判定結果」という を用いる 医意見書（以下この号において「判定結果」という を用いる

ものとする。 ものとする。

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サー ② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サー

。 。ビス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする ビス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする

また、主治医意見書とは 「要介護認定等の実施について （平 また、主治医意見書とは 「要介護認定等の実施について （平、 」 、 」

成21年９月30日老発0930第５号厚生労働省老健局長通知）に基 成21年９月30日老発0930第５号厚生労働省老健局長通知）に基

づき、主治医が記載した同通知中「３主治医の意見の聴取」に づき、主治医が記載した同通知中「３主治医の意見の聴取」に

規定する「主治医意見書」中「３心身の状態に関する意見⑴日 規定する「主治医意見書」中「３心身の状態に関する意見⑴日

常生活の自立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」 常生活の自立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」

欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合 欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合

にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。 にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて ③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて

同意が得られていない場合を含む にあっては 「要介護認定 同意が得られていない場合を含む にあっては 「要介護認定、 、

等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中 等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中

「２⑷認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票 「２⑷認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票

（基本調査 」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記 （基本調査 」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記） ）

載を用いるものとする。 載を用いるものとする。

⑽ 栄養管理について ⑽ 栄養管理について



- 8 -

短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設及び介護療養型医療施設においては、常勤の管理 護老人保健施設及び介護療養型医療施設においては、常勤の管理

栄養士又は栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及 栄養士又は栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及

び内容の食事提供を行う体制を整備し、各利用者の栄養状態にあ び内容の食事提供を行う体制を整備し、各利用者の栄養状態にあ

った栄養管理を行うこと。 った栄養管理を行うこと。

２ 短期入所生活介護費 ２ 短期入所生活介護費

⑴ 指定短期入所生活介護費を算定するための基準について ⑴ 指定短期入所生活介護費を算定するための基準について

指定短期入所生活介護費は 厚生労働大臣が定める施設基準 平 指定短期入所生活介護費は 厚生労働大臣が定める施設基準 平、 （ 、 （

成24年厚生労働省告示第97号。以下「施設基準」という 第13号 成27年厚生労働省告示第96号。以下「施設基準」という 第13号

に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。 に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。

イ 施設基準第13号イに規定する指定短期入所生活介護費 イ 施設基準第10号イに規定する指定短期入所生活介護費

短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が１人 短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が１人

のものに限る （｢従来型個室」という の利用者に対して行 のものに限る （｢従来型個室」という の利用者に対して行

われるものであること。 われるものであること。

ロ 施設基準第13号ロに規定する指定短期入所生活介護費 ロ 施設基準第10号ロに規定する指定短期入所生活介護費

短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が２人 短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が２人

以上のものに限る （｢多床室」という の利用者に対して行 以上のものに限る （｢多床室」という の利用者に対して行

われるものであること。 われるものであること。

ハ 施設基準第13号ハに規定する指定短期入所生活介護費 ハ 施設基準第10号ハに規定する指定短期入所生活介護費

短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属 短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属

、 、 、 、さない居室を改修した居室であって 居室を隔てる壁について さない居室を改修した居室であって 居室を隔てる壁について

天井との間に一定の隙間が生じているものを除く （｢ユニッ 天井との間に一定の隙間が生じているものを除く （｢ユニッ

」 。 」 。ト型個室 という の利用者に対して行われるものであること ト型個室 という の利用者に対して行われるものであること

ニ 施設基準第13号ニに規定する指定短期入所生活介護費 ニ 施設基準第10号ニに規定する指定短期入所生活介護費

短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属 短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属

、 、 、 、さない居室を改修した居室であって 居室を隔てる壁について さない居室を改修した居室であって 居室を隔てる壁について

天井との間に一定の隙間が生じているものに限る （｢ユニッ 天井との間に一定の隙間が生じているものに限る （｢ユニッ

ト型準個室」という の利用者に対して行われるものであるこ ト型準個室」という の利用者に対して行われるものであるこ

と。 と。

⑵ やむを得ない措置による定員の超過 ⑵ やむを得ない措置による定員の超過

利用者数が利用定員を超える場合は、原則として定員超過利用 利用者数が利用定員を超える場合は、原則として定員超過利用

による減算の対象となり、所定単位数の100分の70を乗じて得た による減算の対象となり、所定単位数の100分の70を乗じて得た

単位数を算定することとなるが、老人福祉法（昭和38年法律第13 単位数を算定することとなるが、老人福祉法（昭和38年法律第13

3号）第10条の４第１項第３号の規定による市町村が行った措置 3号）第10条の４第１項第３号の規定による市町村が行った措置

（又は同法第11条第１項第２号の規定による市町村が行った措置 （又は同法第11条第１項第２号の規定による市町村が行った措置
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（特別養護老人ホームの空床利用の場合のみ ）によりやむを得 （特別養護老人ホームの空床利用の場合のみ ）によりやむを得） ）

ず利用定員を超える場合は、利用定員に100分の105を乗じて得た ず利用定員を超える場合は、利用定員に100分の105を乗じて得た

数（利用定員が40人を超える場合にあっては、利用定員に２を加 数（利用定員が40人を超える場合にあっては、利用定員に２を加

えて得た数）までは減算が行われないものであること（通所介護 えて得た数）までは減算が行われないものであること（通所介護

費等の算定方法第３号イ 。なお、この取扱いは、あくまでも一 費等の算定方法第３号イ 。なお、この取扱いは、あくまでも一） ）

時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を 時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を

解消する必要があること。 解消する必要があること。

⑶ 併設事業所について ⑶ 併設事業所について

① 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基 ① 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準」とい 準（平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準」とい

う 第121条第４項に規定する併設事業所については、併設型 う 第121条第４項に規定する併設事業所については、併設型

短期入所生活介護費が算定される（施設基準第12号ロ⑴）が、 短期入所生活介護費が算定される（施設基準第９号ロ⑴）が、

ここでいう併設事業所とは、特別養護老人ホーム等と同一敷地 ここでいう併設事業所とは、特別養護老人ホーム等と同一敷地

内又は隣接する敷地において、サービスの提供、夜勤を行う職 内又は隣接する敷地において、サービスの提供、夜勤を行う職

員の配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている短 員の配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている短

期入所生活介護事業所を指すものであること。 期入所生活介護事業所を指すものであること。

（ ） （ ）② 併設事業所における所定単位数の算定 職員の配置数の算定 ② 併設事業所における所定単位数の算定 職員の配置数の算定

並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減 並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減

算については、本体施設と一体的に行うものであること。より 算については、本体施設と一体的に行うものであること。より

具体的には、 具体的には、

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含 イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含

む。以下⑶並びに⑹から⑻までにおいて同じ の併設事業所 む。以下⑶並びに⑹から⑻までにおいて同じ の併設事業所

の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活 の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活

介護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜 介護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜

勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。し 勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。し

たがって、例えば、前年度の平均入所者数70人の指定介護老 たがって、例えば、前年度の平均入所者数70人の指定介護老

人福祉施設に前年度の平均利用者数20人の短期入所生活介護 人福祉施設に前年度の平均利用者数20人の短期入所生活介護

事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生活介護費 事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生活介護費

（Ⅰ （３:１の人員配置に対応するもの）を算定するために （Ⅰ （３:１の人員配置に対応するもの）を算定するために） ）

必要な介護職員又は看護職員は合計で30人であり、必要な夜 必要な介護職員又は看護職員は合計で30人であり、必要な夜

勤を行う職員の数は４人であること。 勤を行う職員の数は４人であること。

ロ 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、 ロ 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、

職員の配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行 職員の配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行

うこととなるが、夜勤を行う職員の配置数については、それ うこととなるが、夜勤を行う職員の配置数については、それ

ぞれについて必要となる数の合計数となること。 ぞれについて必要となる数の合計数となること。
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③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人 ③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人

福祉施設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者 福祉施設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者

」 、 。 、 」 、 。 、数 には 短期入所生活介護の利用者数は含めない すなわち 数 には 短期入所生活介護の利用者数は含めない すなわち

、 、 、 、必要な看護職員数の算定については 指定介護老人福祉施設と 必要な看護職員数の算定については 指定介護老人福祉施設と

併設する短期入所生活介護事業所のそれぞれについて、区別し 併設する短期入所生活介護事業所のそれぞれについて、区別し

て行うものとする。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数 て行うものとする。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数

、 、 、 、が50人 併設する短期入所生活介護の利用者が10人である場合 が50人 併設する短期入所生活介護の利用者が10人である場合

当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入所 当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入所

者50人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で２人以上とな 者50人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で２人以上とな

り、当該短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置 り、当該短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置

は義務ではない。なお、併設の指定短期入所生活介護事業所の は義務ではない。なお、併設の指定短期入所生活介護事業所の

定員が20人以上の場合には、短期入所生活介護事業所において 定員が20人以上の場合には、短期入所生活介護事業所において

看護職員を１名以上常勤で配置しなければならないことに留意 看護職員を１名以上常勤で配置しなければならないことに留意

する。 する。

⑷ 特別養護老人ホームの空床利用について ⑷ 特別養護老人ホームの空床利用について

① 所定単位数の算定（配置すべき職員数の算定）並びに定員超 ① 所定単位数の算定（配置すべき職員数の算定）並びに定員超

過利用、人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数 過利用、人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数

の減算は、常に本体施設である特別養護老人ホームと一体的に の減算は、常に本体施設である特別養護老人ホームと一体的に

行われるものであること。 行われるものであること。

② 注１の規定による施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届 ② 注１の規定による施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届

出については、本体施設である特別養護老人ホームについてそ 出については、本体施設である特別養護老人ホームについてそ

、 、 、 、れに相当する届出が行われていれば 注11と同様の趣旨により れに相当する届出が行われていれば 注13と同様の趣旨により

短期入所生活介護について行う必要がないこと。 短期入所生活介護について行う必要がないこと。

⑸ ユニットにおける職員に係る減算について ⑸ ユニットにおける職員に係る減算について

５の⑷を準用する。 ５の⑷を準用する。

⑹ 機能訓練指導員の加算について ⑹ 機能訓練指導員の加算について

注３の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に 注３の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に

従事する常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であ 従事する常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であ

ることから、併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して ることから、併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して

いる者については、たとえ常勤の職員であったとしても加算の算 いる者については、たとえ常勤の職員であったとしても加算の算

定要件は満たさないことに留意すること。ただし、利用者数（指 定要件は満たさないことに留意すること。ただし、利用者数（指

定介護老人福祉施設に併設される短期入所生活介護事業所又は空 定介護老人福祉施設に併設される短期入所生活介護事業所又は空

床利用型の短期入所生活介護事業所においてはその本体施設の入 床利用型の短期入所生活介護事業所においてはその本体施設の入

所者数を含む が100人を超える場合であって、別に専ら当該業 所者数を含む が100人を超える場合であって、別に専ら当該業

務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されているときは、そ 務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されているときは、そ
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の他の機能訓練指導員については 「常勤換算方法で利用者の数 の他の機能訓練指導員については 「常勤換算方法で利用者の数、 、

を100で除した数以上」という基準を満たす限りにおいて、併設 を100で除した数以上」という基準を満たす限りにおいて、併設

。 。の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと

例えば、入所者数100人の指定介護老人福祉施設に併設される利 例えば、入所者数100人の指定介護老人福祉施設に併設される利

用者数20人の短期入所生活介護事業所において、２人の常勤の機 用者数20人の短期入所生活介護事業所において、２人の常勤の機

能訓練指導員がいて、そのうちの１人が指定介護老人福祉施設及 能訓練指導員がいて、そのうちの１人が指定介護老人福祉施設及

び指定短期入所生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員であ び指定短期入所生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員であ

る場合であっては、もう１人の機能訓練指導員は、勤務時間の５ る場合であっては、もう１人の機能訓練指導員は、勤務時間の５

分の１だけ指定介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業所の 分の１だけ指定介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業所の

機能訓練指導員の業務に従事し、その他の時間は併設の通所介護 機能訓練指導員の業務に従事し、その他の時間は併設の通所介護

事業所の機能訓練指導員の業務に従事するときは、通所介護、短 事業所の機能訓練指導員の業務に従事するときは、通所介護、短

期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係 期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係

る加算の全てが算定可能となる。 る加算の全てが算定可能となる。

（新設） ⑺ 個別機能訓練加算について

、 、 、 、① 個別機能訓練加算は 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士

看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師（以下２に

「 」 、おいて 理学療法士等 という が個別機能訓練計画に基づき

短期入所生活介護事業所を計画的又は期間を定めて利用する者

に対して、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」と

いう について算定する。

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の

職務に従事する理学療法士等を１名以上配置して行うものであ

ること。この場合において、例えば、１週間のうち特定の曜日

だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日において理

学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算

の算定対象となる。ただし、この場合、理学療法士等が配置さ

れる曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者

に周知されている必要がある。なお、短期入所生活介護事業所

の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する

場合には、当該職務の時間は、短期入所生活介護事業所におけ

る看護職員としての人員基準の算定に含めない。

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練

指導員等」という が共同して、利用者ごとにその目標、実施

時間、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、こ
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れに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施時間、実施方法

。 、 、等について評価等を行う なお 短期入所生活介護においては

個別機能訓練計画に相当する内容を短期入所生活介護計画の中

に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成

に代えることができるものとすること。

④ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、身体機能そのものの回

復を主たる目的とする訓練ではなく、残存する身体機能を活用

して生活機能の維持・向上を図り、利用者が居宅において可能

な限り自立して暮らし続けることを目的として実施するもので

ある。

具体的には、適切なアセスメントを経て利用者のＡＤＬ及び

ＩＡＤＬの状況を把握し、日常生活における生活機能の維持・

向上に関する目標（１人で入浴が出来るようになりたい等）を

設定のうえ、当該目標を達成するための訓練を実施すること。

⑤ ④の目標については、利用者又は家族の意向及び利用者を担

当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該

利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定する

など可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。

⑥ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、類似の目標を持ち同様

の訓練内容が設定された５人程度以下の小集団（個別対応含む

に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じて

事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とするこ

と。実施時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練内容

の実施に必要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定する

こと。

また、生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施す

るためには、計画的・継続的に行う必要があることから、おお

むね週１回以上実施することを目安とする。

⑦ 個別機能訓練を行う場合は、機能訓練指導員等が居宅を訪問

した上で利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡ

ＤＬ等の状況）を確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作

成した上で実施することとし、その後３月ごとに１回以上、利

用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上

で、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評

価を含む や進捗状況等を説明し記録するとともに訓練内容の
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。 、 、見直し等を行う また 評価内容や目標の達成度合いについて

当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報告・相談し、

必要に応じて利用者又は家族の意向を確認の上、当該利用者の

ＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練

内容の変更など適切な対応を行うこと。

（ 、 、 ）⑧ 個別機能訓練に関する記録 実施時間 訓練内容 担当者等

は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の

従事者により閲覧が可能であるようにすること。

、⑨ 注３の機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても

別途個別機能訓練加算に係る訓練を実施した場合は、同一日で

あっても個別機能訓練加算を算定できるが、この場合にあって

は、注３の機能訓練指導員の加算に係る常勤専従の機能訓練指

導員は、個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員として従事す

ることはできず、別に個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員

の配置が必要である。また、個別機能訓練加算は、心身機能へ

の働きかけだけでなく、ＡＤＬ（食事、排泄、入浴等）やＩＡ

ＤＬ（調理、洗濯、掃除等）などの活動への働きかけや、役割

の創出や社会参加の実現といった参加への働きかけを行い、心

身機能、活動、参加といった生活機能にバランスよく働きかけ

るものである。なお、当該加算の目的・趣旨に沿った目標設定

や実施内容等の項目等については、別に通知するところによる

ものとする。

⑺ 看護体制加算について ⑻ 看護体制加算について

① 併設事業所について ① 併設事業所について

併設事業所における看護体制加算の算定に当たっては、本体 併設事業所における看護体制加算の算定に当たっては、本体

施設における看護職員の配置とは別に、必要な看護職員の配置 施設における看護職員の配置とは別に、必要な看護職員の配置

を行う必要がある。具体的には、以下のとおりとする。 を行う必要がある。具体的には、以下のとおりとする。

イ 看護体制加算（Ⅰ）については、本体施設における看護師 イ 看護体制加算（Ⅰ）については、本体施設における看護師

の配置にかかわらず、指定短期入所生活介護事業所として別 の配置にかかわらず、指定短期入所生活介護事業所として別

に１名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能 に１名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能

である。 である。

ロ 看護体制加算（Ⅱ）については、本体施設における看護職 ロ 看護体制加算（Ⅱ）については、本体施設における看護職

員の配置にかかわらず、看護職員の指定短期入所生活介護事 員の配置にかかわらず、看護職員の指定短期入所生活介護事

業所（特別養護老人ホームの空床利用の場合を除く におけ 業所（特別養護老人ホームの空床利用の場合を除く におけ

る勤務時間を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき る勤務時間を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき
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時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は 時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は

32時間を基本とする で除した数が、利用者の数が25又はそ 32時間を基本とする で除した数が、利用者の数が25又はそ

の端数を増すごとに１以上となる場合に算定が可能である。 の端数を増すごとに１以上となる場合に算定が可能である。

② 特別養護老人ホームの空床利用について ② 特別養護老人ホームの空床利用について

特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護

を行う場合にあっては、看護体制加算の算定は本体施設である を行う場合にあっては、看護体制加算の算定は本体施設である

特別養護老人ホームと一体的に行うものとすること。具体的に 特別養護老人ホームと一体的に行うものとすること。具体的に

は以下のとおりとする。 は以下のとおりとする。

イ 看護体制加算（Ⅰ）については、本体施設に常勤の看護師 イ 看護体制加算（Ⅰ）については、本体施設に常勤の看護師

を１名配置している場合は、空床利用の指定短期入所生活介 を１名配置している場合は、空床利用の指定短期入所生活介

護についても、算定が可能である。 護についても、算定が可能である。

ロ 看護体制加算（Ⅱ）については、指定介護老人福祉施設の ロ 看護体制加算（Ⅱ）については、指定介護老人福祉施設の

入所者数と空床利用の指定短期入所生活介護の利用者数を合 入所者数と空床利用の指定短期入所生活介護の利用者数を合

算した数が25又はその端数を増すごとに１以上、かつ、当該 算した数が25又はその端数を増すごとに１以上、かつ、当該

合算した数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした 合算した数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした

場合に必要となる看護職員の数に１を加えた数以上の看護職 場合に必要となる看護職員の数に１を加えた数以上の看護職

員を配置している場合に算定可能となる。 員を配置している場合に算定可能となる。

③ なお、①②のいずれの場合であっても、看護体制加算（Ⅰ） ③ なお、①②のいずれの場合であっても、看護体制加算（Ⅰ）

及び看護体制加算（Ⅱ）を同時に算定することは可能であるこ 及び看護体制加算（Ⅱ）を同時に算定することは可能であるこ

と。この場合にあっては、看護体制加算（Ⅰ）において加算の と。この場合にあっては、看護体制加算（Ⅰ）において加算の

対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算（Ⅱ）にお 対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算（Ⅱ）にお

ける看護職員の配置数の計算に含めることが可能である。 ける看護職員の配置数の計算に含めることが可能である。

（新設） ⑼ 医療連携強化加算について

① 医療連携強化加算は、急変の予想や早期発見等のために看護

職員による定期的な巡視や、主治の医師と連絡が取れない等の

場合における対応に係る取り決めを事前に行うなどの要件を満

たし、都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所に

おいて、厚生労働大臣の定める基準に適合する利用者等（平成2

7年厚生労働省告示第94号。以下「利用者等告示」という ）に。

定める状態にある利用者に対して指定短期入所生活介護を行っ

た場合に、当該利用者について加算する。

② 看護職員による定期的な巡視とは、急変の予測や早期発見等

のために行うものであり、おおむね１日３回以上の頻度で当該

利用者のもとを訪れてバイタルサインや状態変化の有無を確認

するものであること。ただし、巡視の頻度については、利用者
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の状態に応じて適宜増加させるべきものであること。

、③ 当該加算を算定する指定短期入所生活介護事業所においては

あらかじめ協力医療機関を定め、当該医療機関との間に、利用

者に急変等が発生した場合の対応についての取り決めを行って

いなければならない。また、当該取り決めの内容については、

指定短期入所生活介護の提供開始時に利用者に説明し、主治の

医師との連携方法や搬送方法も含め、急変が生じた場合の対応

について同意を得ておかなければならない。当該同意について

は、文書で記録すべきものであること。

④ 医療連携強化加算を算定できる利用者は、次のいずれかに該

当する者であること。なお、請求明細書の摘要欄に該当する状

態（利用者等告示第20号のイからリまで）を記載することとす

るが、複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載する

こと。

ア 利用者等告示第20号イの「喀痰吸引を実施している状態」

とは、指定短期入所生活介護の利用中に喀痰吸引を要する状

態であり、実際に喀痰吸引を実施したものであること。

イ 利用者等告示第20号ロの「呼吸障害等により人工呼吸器を

使用している状態」については、当該月において１週間以上

人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。

ウ 利用者等告示第20号ハの「中心静脈注射を実施している状

態」については、中心静脈注射により薬剤の投与をされてい

る利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者で

あること。

エ 利用者等告示第20号ニの「人工腎臓を実施している状態」

については、当該月において人工腎臓を実施しているもので

あること。

オ 利用者等告示第20号ホの「重篤な心機能障害、呼吸障害等

により常時モニター測定を実施している状態」については、

重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧90mmHg以下が持

続する状態、又は、酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度90

％以下の状態で常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のい

ずれかを含むモニタリングを行っていること。

カ 利用者等告示第20号ヘの「人工膀胱又は人工肛門の処置を

実施している状態」については、当該利用者に対して、人
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工膀胱又は人工肛門に係る皮膚の炎症等に対するケアを行

った場合に算定できるものであること。

キ 利用者等告示第20号トの「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が

行われている状態」については、経口摂取が困難で経腸栄養

以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った

場合に算定できるものであること。

ク 利用者等告示第20号チの「褥瘡に対する治療を実施してい

る状態」については、以下の分類で第二度以上に該当し、か

つ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。

第一度：皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取

り除いても消失しない（皮膚の損傷はない）

第二度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみ

として表れるもの）

第三度：皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深

いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいるこ

ともあれば、及んでいないこともある

第四度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出して

いる

ケ 利用者等告示第20号リの「気管切開が行われている状態」

については、気管切開が行われている利用者について、気管

切開に係るケアを行った場合に算定できるものであること。

⑻ 夜勤職員配置加算について ⑽ 夜勤職員配置加算について

① 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平 ① 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平

均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後10時から翌日の 均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後10時から翌日の

午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいう における 午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいう における

延夜勤時間数を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除するこ 延夜勤時間数を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除するこ

、 。 、 。とによって算定し 小数点第３位以下は切り捨てるものとする とによって算定し 小数点第３位以下は切り捨てるものとする

② 指定介護老人福祉施設の併設事業所である場合又は特別養護 ② 指定介護老人福祉施設の併設事業所である場合又は特別養護

老人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行う場合に 老人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行う場合に

あっては、指定短期入所生活介護の利用者数と本体施設である あっては、指定短期入所生活介護の利用者数と本体施設である

指定介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定介護老 指定介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定介護老

人福祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる夜勤職員 人福祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる夜勤職員

の数を１以上上回って配置した場合に、加算を行う。 の数を１以上上回って配置した場合に、加算を行う。

③ ユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、増配し ③ ユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、増配し

た夜勤職員については、必ずしも特定のユニットに配置する必 た夜勤職員については、必ずしも特定のユニットに配置する必
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要はないものとすること。 要はないものとすること。

⑼ 認知症行動・心理症状緊急対応加算について ⑾ 認知症行動・心理症状緊急対応加算について

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の ① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の

障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものであ 障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものであ

る。 る。

、 「 」 、 、 「 」 、② 本加算は 利用者に 認知症の行動・心理症状 が認められ ② 本加算は 利用者に 認知症の行動・心理症状 が認められ

緊急に短期入所生活介護が必要であると医師が判断した場合で 緊急に短期入所生活介護が必要であると医師が判断した場合で

あって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利 あって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利

用者又は家族の同意の上、指定短期入所生活介護の利用を開始 用者又は家族の同意の上、指定短期入所生活介護の利用を開始

した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当 した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当

該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるも 該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるも

のとする。 のとする。

この際、短期入所生活介護ではなく、医療機関における対応 この際、短期入所生活介護ではなく、医療機関における対応

が必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医 が必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医

療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受け 療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受け

られるように取り計らう必要がある。 られるように取り計らう必要がある。

③ 次に掲げる者が、直接、短期入所生活介護の利用を開始した ③ 次に掲げる者が、直接、短期入所生活介護の利用を開始した

場合には、当該加算は算定できないものであること。 場合には、当該加算は算定できないものであること。

ａ 病院又は診療所に入院中の者 ａ 病院又は診療所に入院中の者

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又 ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又

は入所中の者 は入所中の者

ｃ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生 ｃ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生

活介護、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期 活介護、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期

入所療養介護、短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入 入所療養介護、短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入

居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介 居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介

護を利用中の者 護を利用中の者

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録し ④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録し

ておくこと。また、事業所も判断を行った医師名、日付及び利 ておくこと。また、事業所も判断を行った医師名、日付及び利

用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録し 用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録し

ておくこと。 ておくこと。

⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知 ⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知

症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初 症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初

期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８日目 期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８日目

以降の短期入所生活介護の利用の継続を妨げるものではないこ 以降の短期入所生活介護の利用の継続を妨げるものではないこ

とに留意すること。 とに留意すること。
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⑽ 若年性認知症利用者受入加算について ⑿ 若年性認知症利用者受入加算について

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、そ 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、そ

の者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供 の者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供

を行うこと。 を行うこと。

⑾ 療養食加算について ⒀ 療養食加算について

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の ① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の

医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食 医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食

事せんに基づき、厚生労働大臣が定める利用者等（平成24年厚 事せんに基づき、利用者等告示に示された療養食が提供された

生労働省告示第95号。以下「95号告示」という に示された療 場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の

養食が提供された場合に算定すること。なお、当該加算を行う 献立表が作成されている必要があること。

場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医 ② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医

師の発行する食事箋に基づいて提供される利用者の年齢、病状 師の発行する食事箋に基づいて提供される利用者の年齢、病状

等に対応した栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓 等に対応した栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓

病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除く 、貧血食、膵臓病 病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除く 、貧血食、膵臓病

食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食をいうもの 食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食をいうもの

であること。 であること。

③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を ③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を

問わないこと。 問わないこと。

④ 減塩食療法等について ④ 減塩食療法等について

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準 心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準

じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減 じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減

塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。 塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の

減塩食については、総量6.0ｇ未満の減塩食をいうこと。 減塩食については、総量6.0ｇ未満の減塩食をいうこと。

⑤ 肝臓病食について ⑤ 肝臓病食について

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食 肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食

（胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む 等をいう （胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む 等をいう

こと。 こと。

⑥ 胃潰瘍食について ⑥ 胃潰瘍食について

12指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えない 12指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えない

。 、 。 、こと 手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが こと 手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが

侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事 侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事

を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、ク を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、ク

ローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入 ローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入
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所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱って 所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱って

差し支えないこと。 差し支えないこと。

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について ⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血 療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血

中ヘモグロビン濃度が10ｇ／dl以下であり、その原因が鉄分の 中ヘモグロビン濃度が10ｇ／dl以下であり、その原因が鉄分の

欠乏に由来する者であること。 欠乏に由来する者であること。

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について ⑧ 高度肥満症に対する食事療法について

高度肥満症（肥満度が＋70％以上又はＢＭＩ（BodyMassInde 高度肥満症（肥満度が＋70％以上又はＢＭＩ（BodyMassInde

x）が35以上）に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食 x）が35以上）に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食

に準じて取り扱うことができること。 に準じて取り扱うことができること。

⑨ 特別な場合の検査食について ⑨ 特別な場合の検査食について

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・ 特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・

大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用し 大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用し

た場合は 「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支え た場合は 「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支え、 、

ないこと。 ないこと。

⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について ⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等 療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等

は、空腹時定常状態におけるＬＤＬ―コレステロール値が140 は、空腹時定常状態におけるＬＤＬ―コレステロール値が140

㎎／dl以上である者又はＨＤＬ―コレステロール値が40㎎／dl ㎎／dl以上である者又はＨＤＬ―コレステロール値が40㎎／dl

未満若しくは血清中性脂肪値が150㎎／dl以上である者である 未満若しくは血清中性脂肪値が150㎎／dl以上である者である

こと。 こと。

⑿ 在宅中重度者受入加算について ⒁ 在宅中重度者受入加算について

ア この加算は、その居宅において訪問看護の提供を受けていた ア この加算は、その居宅において訪問看護の提供を受けていた

利用者が、指定短期入所生活介護を利用する場合であって、指 利用者が、指定短期入所生活介護を利用する場合であって、指

定短期入所生活介護事業者が、当該利用者の利用していた訪問 定短期入所生活介護事業者が、当該利用者の利用していた訪問

看護事業所から派遣された看護職員により当該利用者の健康上 看護事業所から派遣された看護職員により当該利用者の健康上

の管理等を行わせた場合に対象となる。この場合の健康上の管 の管理等を行わせた場合に対象となる。この場合の健康上の管

理等に関する医師の指示は、指定短期入所生活介護事業所の配 理等に関する医師の指示は、指定短期入所生活介護事業所の配

置医師が行うものとする。 置医師が行うものとする。

イ 在宅中重度者受入加算を算定するに当たっては、あらかじめ イ 在宅中重度者受入加算を算定するに当たっては、あらかじめ

居宅サービス計画に位置づけた上で行うこととなるが、特に初 居宅サービス計画に位置づけた上で行うこととなるが、特に初

めてこのサービスを行う場合においては、サービス担当者会議 めてこのサービスを行う場合においては、サービス担当者会議

を開催するなどサービス内容や連携体制等についてよく打合せ を開催するなどサービス内容や連携体制等についてよく打合せ

を行った上で実施することが望ましい。 を行った上で実施することが望ましい。

ウ 指定短期入所生活介護事業所は、当該利用者に関する必要な ウ 指定短期入所生活介護事業所は、当該利用者に関する必要な
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情報を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介 情報を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介

護支援事業所等を通じてあらかじめ入手し適切なサービスを行 護支援事業所等を通じてあらかじめ入手し適切なサービスを行

うよう努めなければならない。 うよう努めなければならない。

エ 指定短期入所生活介護事業所は、在宅中重度受入加算に係る エ 指定短期入所生活介護事業所は、在宅中重度受入加算に係る

業務について訪問看護事業所と委託契約を締結し、利用者の健 業務について訪問看護事業所と委託契約を締結し、利用者の健

康上の管理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払うこ 康上の管理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払うこ

ととする。 ととする。

オ 健康上の管理等の実施上必要となる衛生材料、医薬品等の費 オ 健康上の管理等の実施上必要となる衛生材料、医薬品等の費

用は短期入所生活介護事業所が負担するものとする。なお、医 用は短期入所生活介護事業所が負担するものとする。なお、医

薬品等が、医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬 薬品等が、医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬

を請求すること 「特別養護老人ホーム等における療養の給付 を請求すること 「特別養護老人ホーム等における療養の給付。 。

（医療）の取扱について （平成14年３月11日保医発第0311002 （医療）の取扱について （平成14年３月11日保医発第0311002」 」

号を参照） 号を参照）

⒀ 緊急短期入所加算について ⒂ 緊急短期入所受入加算について

① 緊急短期入所体制確保加算 （削除）

ア 緊急短期入所体制確保加算は、緊急に指定短期入所生活介

護を受ける必要がある者を受け入れるために利用定員の100

分の５に相当する空床を確保している事業所（指定居宅サー

ビス基準第121条第２項に規定する事業所を除く。以下同じ

の利用者全員に対し加算する。

イ 100分の５に相当する空床を確保するとは、各月ごとに利

用定員の100分の５に相当する空床（以下「緊急利用枠」と

いう を確保するということであり、１日当たりの利用定員

の５％に当該月の営業日数を乗じて得た数とする（端数切り

上げ 。例えば、利用定員20人の事業所の場合においては、2）

0×５％×30日（４月の場合）＝30となる。なお、当該指定

短期入所生活介護事業所に係る指定短期入所生活介護事業者

が介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け一体

的に事業を実施している場合は、指定介護予防短期入所生活

介護にかかる利用定員も合算して算出すること。

ウ 短期入所生活介護の利用者は数日間連続利用することが一

般的であり、当該利用者を円滑に受け入れる必要があること

にかんがみ、１月の間（暦月）においては、緊急利用枠は同

一ベッドとすること（例えば、４月において緊急利用枠が30

の場合、毎日、同じベッドを緊急利用枠とすること 。なお、）
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イにより算出した緊急利用枠の数が、毎日１床を確保するた

めの数に満たない端数の場合や、毎日１床を確保するための

数を超えて端数が生じる場合は、当該端数分について、連続

する期間の同一ベッドを緊急利用枠とすること（例えば４月

において緊急利用枠が15の場合、15日間連続して同一ベッド

を緊急利用枠とすること。また、緊急利用枠が40の場合、30

日間連続する同一ベッドと10日間連続する同一ベッドを緊急

利用枠とすること 。また、緊急利用枠の数が、毎日１床を）

確保するための数に満たない事業所の場合は、毎日１床を確

保するために必要な数を上限として、緊急利用枠とすること

ができる。

エ 前３月における稼働率が100分の90以上であることが必要

であるが、前３月における実績は各月で満たす必要はなく、

３月平均で差し支えない。

当該要件は、当該加算に該当するものとして届出を行う際

に満たしていればよく、その後も維持しなければならないも

のではない。ただし、当該加算を算定しなくなった後に再度

当該加算を算定しようとする場合は、当該要件を満たす必要

がある。なお、当該指定短期入所生活介護事業所に係る指定

短期入所生活介護事業者が介護予防短期入所生活介護事業者

の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、指

定介護予防短期入所生活介護にかかる利用者も合算して算出

すること。

なお、ここでいう利用延人数については、入所した日及び

退所した日の両方を含むものとする。

オ 緊急利用枠を確保していることについて、事業所内の見や

すい場所に掲示するとともに、指定居宅介護支援事業所や近

隣の他事業所との情報共有に努め、緊急的な利用ニーズに対

応する事業所であることを明確化すること。また、緊急利用

者の受入促進及び空床の有効活用を図る観点から、当該事業

所のホームページの活用、地域包括支援センターへの情報提

供その他適切な方法により、月１回程度、空床情報を公表す

るよう努めること。

② 緊急短期入所受入加算 （削除）

ア 緊急短期入所受入加算は、緊急短期入所体制確保加算を算 ① 緊急短期入所受入加算は、緊急利用者を受け入れたときに、
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定している事業所で、緊急利用枠に緊急利用者を受け入れた 当該緊急利用者のみ加算する。

ときに、当該緊急利用者のみ加算する。

イ 「緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかっている ② 「緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかっているこ

ことその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けること とその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることがで

ができない、かつ、居宅サービス計画において当該日に利用 きない、かつ、居宅サービス計画において当該日に利用するこ

することが計画されていない者をいう。なお、新規の利用者 とが計画されていない者をいう。なお、新規の利用者に限られ

に限られるものではなく、既に当該事業所で緊急短期入所受 るものではなく、既に当該事業所で緊急短期入所受入加算の算

入加算の算定実績のある利用者も算定対象となるものである 定実績のある利用者も算定対象となるものである。。

ウ あらかじめ、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援 ③ あらかじめ、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専

専門員が緊急の必要性及び利用を認めていること。ただし、 門員が緊急の必要性及び利用を認めていること。ただし、やむ

やむを得ない事情により、事後に介護支援専門員により当該 を得ない事情により、事後に介護支援専門員により当該サービ

サービス提供が必要であったと判断された場合には、加算の ス提供が必要であったと判断された場合には、加算の算定は可

算定は可能である。 能である。

エ 本加算は、緊急利用枠以外の空床が既に利用されているこ （削除）

とを要件としているが、例えば、緊急利用枠以外の空床はあ

るが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の

関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得

ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能であり、当

該加算を算定できるものとする。

オ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後 ④ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の

の対応などの事項を記録しておくこと。また、緊急利用者に 対応などの事項を記録しておくこと。また、緊急利用者にかか

かかる変更前後の居宅サービス計画を保存するなどして、適 る変更前後の居宅サービス計画を保存するなどして、適正な緊

正な緊急利用に努めること。 急利用に努めること。

カ 既に緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望 ⑤ 既に緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望し

、 、している者を受け入れることが困難な場合は、利用希望者に ている者を受け入れることが困難な場合は 利用希望者に対し

対し、別の事業所を紹介するなど適切な対応を行うこと。 別の事業所を紹介するなど適切な対応を行うこと。

キ 本加算の算定対象期間は原則として７日以内とし、その間 ⑥ 本加算の算定対象期間は原則として７日以内とし、その間に

に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方策につい 緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方策について、

て、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と密 担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と密接な連

接な連携を行い、相談すること。ただし、利用者の介護を行 携を行い、相談すること。ただし、利用者の介護を行う家族等

う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことに の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことにより在宅へ

より在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情に の復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、７日以

より、７日以内に適切な方策が立てられない場合には、その 内に適切な方策が立てられない場合には、その状況を記録した

状況を記録した上で14日を限度に引き続き加算を算定するこ 上で14日を限度に引き続き加算を算定することができる。その

とができる。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮す 場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的
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る観点から 機械的に加算算定を継続するのではなく 随時 に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメント、 、 、

適切なアセスメントによる代替手段の確保等について、十分 による代替手段の確保等について、十分に検討すること。

に検討すること。

③ その他 （削除）

、緊急短期入所体制確保加算の算定を開始した月以降において

連続する３月間に緊急短期入所受入加算の算定実績が無い場合

には、続く３月間は緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入

所受入加算は算定できない。なお、実績については毎月記録す

るものとし、所定の実績がない場合については、直ちに第一の

２の届け出を提出しなければならない。

（新設） ⒃ 長期利用者に対する減算について

短期入所生活介護の基本サービス費については、施設入所に比

べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなど

から、特別養護老人ホームへ入所した当初に施設での生活に慣れ

るための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価している。

こうしたことから、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事

業所を連続30日を超えて利用している者に対して短期入所生活介

護を提供する場合には、連続30日を超えた日から減算を行う。な

お、同一事業所を長期間利用していることについては、居宅サー

ビス計画において確認することとなる。

⒁ サービス提供体制強化加算について ⒄ サービス提供体制強化加算について

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出し ① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出し

た前年度（３月を除く の平均を用いることとする。なお、こ た前年度（３月を除く の平均を用いることとする。なお、こ

の場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者 の場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者

への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は

含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く に従事 含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く に従事

している時間を用いても差し支えない。 している時間を用いても差し支えない。

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業 ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業

を開始し、又は再開した事業所を含む については、届出日の を開始し、又は再開した事業所を含む については、届出日の

属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均 属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均

を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は

再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるもの 再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるもの

であること。 であること。

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格 なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格

を取得している者とすること。 を取得している者とすること。
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② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降におい ② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降におい

ても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割 ても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割

合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎 合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎

月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、 月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、

直ちに訪問通所サービス通知第一の５の届出を提出しなければ 直ちに訪問通所サービス通知第一の５の届出を提出しなければ

ならない。 ならない。

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をい ③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をい

うものとする。具体的には、平成21年４月における勤続年数３ うものとする。具体的には、平成21年４月における勤続年数３

年以上の者とは、平成21年３月31日時点で勤続年数が３年以上 年以上の者とは、平成21年３月31日時点で勤続年数が３年以上

である者をいう。 である者をいう。

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数 ④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数

に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、 に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、

社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員 社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員

として勤務した年数を含めることができるものとする。 として勤務した年数を含めることができるものとする。

⑤ 指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、生 ⑤ 指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、生

活相談員、介護職員、看護職員及び機能訓練指導員として勤務 活相談員、介護職員、看護職員及び機能訓練指導員として勤務

を行う職員を指すものとする。 を行う職員を指すものとする。

⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体 ⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体

的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行う 的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行う

こととする。 こととする。

⒂ 介護職員処遇改善加算について ⒅ 介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護 介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（ 介護職「

職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、 員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

当該交付金を円滑に介護報酬に移行することを目的とし平成26年 式例の提示について ）を参照すること。」

度までの間に限り創設したものである。その内容については、別

途通知（ 介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事「

務処理手順及び様式例の提示について ）を参照すること。」

３ 短期入所療養介護費 ３ 短期入所療養介護費

⑴ 介護老人保健施設における短期入所療養介護 ⑴ 介護老人保健施設における短期入所療養介護

① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準 ① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準

について について

この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベ この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベ

ッドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算 ッドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算

定（職員の配置数の算定 、定員超過利用・人員基準欠如（介 定（職員の配置数の算定 、定員超過利用・人員基準欠如（介） ）

護支援専門員に係るものを除く ・夜勤体制による所定単位数 護支援専門員に係るものを除く ・夜勤体制による所定単位数
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の減算及び認知症ケア加算については、介護老人保健施設の本 の減算及び認知症ケア加算については、介護老人保健施設の本

体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであること。した 体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであること。した

がって、認知症ケア加算については、６の⑽を、また、緊急時 がって、認知症ケア加算については、６の⑽を、また、緊急時

施設療養費については、６の を準用すること。また、注14に 施設療養費については、６の を準用すること。また、注14に（26） （26）

より、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出並びに認 より、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出並びに認

知症ケア加算の届出については、本体施設である介護老人保健 知症ケア加算の届出については、本体施設である介護老人保健

施設について行われていれば、短期入所療養介護については行 施設について行われていれば、短期入所療養介護については行

う必要がないこと。 う必要がないこと。

ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定し ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定し

た場合は、認知症ケア加算について算定できない。 た場合は、認知症ケア加算について算定できない。

また、平成27年度よりリハビリテーション機能強化加算を本

体報酬に包括化したことを踏まえ、以下の事項についてあわせ

て留意すべきものであること。

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護においては、

実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上のために、

利用者の状態に応じ、利用者に必要な理学療法、作業療法又

は言語聴覚療法を適時適切に提供できる体制が整備されてい

ること。

ロ 理学療法又は作業療法については、実用歩行訓練・活動向

上訓練・運動療法等を組み合わせて利用者の状態に応じて行

うことが必要であり、言語聴覚療法については、失語症、構

音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋込

術後等の言語聴覚機能に障害を持つ利用者に対して言語機能

又は聴覚機能に係る活動向上訓練を行うことが必要である。

当該訓練により向上させた諸活動の能力については、常に

看護師等により日常生活での実行状況に生かされるよう働き

かけが行われることが必要である。

ハ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法は、利用者の実用的

な在宅生活における諸活動の自立性の向上のため、訓練の専

用施設外においても訓練を行うことができる。

なお、言語聴覚療法を行う場合は、車椅子・歩行器・杖等

を使用する患者が容易に出入り可能であり、遮音等に配慮さ

れた部屋等を確保することが望ましい。

、 、ニ 理学療法 作業療法又は言語聴覚療法を行うに当たっては

医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が
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共同してリハビリテーション実施計画を作成し、これに基づ

いて行った個別リハビリテーションの効果、実施方法等につ

いて評価等を行う。なお、短期入所療養介護においては、リ

ハビリテーション実施計画に相当する内容を短期入所療養介

護計画の中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテ

ーション実施計画の作成に代えることができるものとするこ

と。

ホ 医師等リハビリテーション従事者は、理学療法、作業療法

又は言語聴覚療法を行う場合は、開始時に利用者に対してリ

ハビリテーション実施計画の内容を説明し、記録する。

ヘ リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、

担当者等）は利用者ごとに保管され、常に当該事業所のリハ

ビリテーション従事者により閲覧が可能であるようにするこ

と。

② 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健 ② 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健

施設短期入所療養介護費（ⅱ）又は（ⅳ）を算定する介護老人 施設短期入所療養介護費（ⅱ）又は（ⅳ）を算定する介護老人

保健施設における短期入所療養介護について 保健施設における短期入所療養介護について

イ 所定単位数の算定区分について イ 所定単位数の算定区分について

、 、当該介護老人保健施設における短期入所療養介護について 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護について

適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日にお 適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日にお

いて、それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合 いて、それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合

は、当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届 は、当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届

出を行い、当該月から、介護老人保健施設短期入所療養介護 出を行い、当該月から、介護老人保健施設短期入所療養介護

費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅰ）若し 費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅰ）若し

くは（ⅲ）又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介 くは（ⅲ）又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介

護費（Ⅰ）のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護 護費（Ⅰ）のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護

費（ⅰ）若しくは（ⅲ）を算定することとなる （ただし、 費（ⅰ）若しくは（ⅲ）を算定することとなる （ただし、。 。

翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く 翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く

ロ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施 ロ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施

設基準について 設基準について

ａ 施設基準第17号イ⑵㈠の基準における理学療法士、作業 ａ 施設基準第14号イ⑵㈠の基準における理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士（以下３において「理学療法士等」 療法士又は言語聴覚士の適切な配置とは、理学療法士、作

という の適切な配置とは、理学療法士等と医師、看護職 業療法士又は言語聴覚士と医師、看護職員、支援相談員、

員、支援相談員、栄養士、介護支援専門員等が協力して在 栄養士、介護支援専門員等が協力して在宅復帰に向けた施
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宅復帰に向けた施設サービス計画を策定できる体制を整備 設サービス計画を策定できる体制を整備していることをい

していることをいう。 う。

ｂ 施設基準第17号イ⑵㈡の基準における在宅とは、自宅そ ｂ 施設基準第14号イ⑵㈡の基準における在宅とは、自宅そ

の他自宅に類する住まいである有料老人ホーム、認知症高 の他自宅に類する住まいである有料老人ホーム、認知症高

齢者グループホーム及びサービス付き高齢者向け住宅等を 齢者グループホーム及びサービス付き高齢者向け住宅等を

含むものである。なお、当該施設から退所した入所者の総 含むものである。なお、当該施設から退所した入所者の総

数には、短期入所療養介護の利用者は含まない。 数には、短期入所療養介護の利用者は含まない。

ｃ 施設基準第17号イ⑵㈢の基準において、30.4を当該施設 ｃ 施設基準第14号イ⑵㈢の基準において、30.4を当該施設

の入所者の平均在所日数で除して得た数については、小数 の入所者の平均在所日数で除して得た数については、小数

点第３位以下は切り上げることとし、短期入所療養介護の 点第３位以下は切り上げることとし、短期入所療養介護の

利用者を含まないものとする。また、平均在所日数につい 利用者を含まないものとする。また、平均在所日数につい

ては、直近３月間の数値を用いて、以下の式により計算す ては、直近３月間の数値を用いて、以下の式により計算す

ること。 ること。

⒜ （ⅰ）当該施設における直近３月間の入所者延日数 ⒜ （ⅰ）当該施設における直近３月間の入所者延日数

（ⅱ （当該施設における当該３月間の新規入所者数 （ⅱ （当該施設における当該３月間の新規入所者数） ）

＋当該施設における当該３月間の新規退所者数） ＋当該施設における当該３月間の新規退所者数）

÷２ ÷２

⒝ ⒜において入所者とは、毎日24時現在当該施設に入所 ⒝ ⒜において入所者とは、毎日24時現在当該施設に入所

中の者をいい、当該施設に入所してその日のうちに退所 中の者をいい、当該施設に入所してその日のうちに退所

又は死亡した者を含むものである。 又は死亡した者を含むものである。

⒞ ⒜において新規入所者数とは、当該３月間に新たに当 ⒞ ⒜において新規入所者数とは、当該３月間に新たに当

該施設に入所した者（以下 「新規入所者」という の 該施設に入所した者（以下 「新規入所者」という の、 、

数をいう。当該３月以前から当該施設に入所していた者 数をいう。当該３月以前から当該施設に入所していた者

は、新規入所者数には算入しない。当該施設を退所後、 は、新規入所者数には算入しない。当該施設を退所後、

、 。 、 。当該施設に再入所した者は 新規入所者として取り扱う 当該施設に再入所した者は 新規入所者として取り扱う

⒟ ⒜において、新規退所者数とは、当該３月間に当該施 ⒟ ⒜において、新規退所者数とは、当該３月間に当該施

設から退所した者の数をいう。当該施設において死亡し 設から退所した者の数をいう。当該施設において死亡し

た者及び医療機関へ退所した者は、新規退所者に含むも た者及び医療機関へ退所した者は、新規退所者に含むも

のである。 のである。

ｄ 施設基準第17号イ⑵㈣の基準における入所者の割合につ ｄ 施設基準第14号イ⑵㈣の基準における入所者の割合につ

いては、以下の⒜に掲げる数を⒝に掲げる数で除して算出 いては、以下の⒜に掲げる数を⒝に掲げる数で除して算出

すること。 すること。

⒜ 当該施設における直近３月間の入所者ごとの要介護４ ⒜ 当該施設における直近３月間の入所者ごとの要介護４

若しくは要介護５に該当する入所者延日数、喀痰吸引を 若しくは要介護５に該当する入所者延日数、喀痰吸引を

必要とする入所者延日数又は経管栄養を必要とする入所 必要とする入所者延日数又は経管栄養を必要とする入所
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者延日数 者延日数

⒝ 当該施設における直近３月間の入所者延日数 ⒝ 当該施設における直近３月間の入所者延日数

ｅ 入所者が在宅へ退所するに当たっては、当該入所者及び ｅ 入所者が在宅へ退所するに当たっては、当該入所者及び

その家族に対して、退所後の居宅サービスその他の保健医 その家族に対して、退所後の居宅サービスその他の保健医

療サービス又は福祉サービスについて指導を行うこと。 療サービス又は福祉サービスについて指導を行うこと。

ｆ 本人家族に対する指導の内容は次のようなものであるこ ｆ 本人家族に対する指導の内容は次のようなものであるこ

と。 と。

⒜ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 ⒜ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導

⒝ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及 ⒝ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及

び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、 び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、

起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導 起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導

⒞ 家屋の改善の指導 ⒞ 家屋の改善の指導

⒟ 退所する者の介助方法に関する指導 ⒟ 退所する者の介助方法に関する指導

ｇ 当該基本施設サービス費を算定した場合は、算定根拠等 ｇ 当該基本施設サービス費を算定した場合は、算定根拠等

の関係書類を整備しておくこと。 の関係書類を整備しておくこと。

③ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）若しくは介護老 ③ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）若しくは介護老

人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護老人 人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護老人

保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）若しくはユニット型介護老 保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）若しくはユニット型介護老

人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定する介護老人保健 人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定する介護老人保健

施設（以下この号において「介護療養型老人保健施設」という 施設（以下この号において「介護療養型老人保健施設」という

における短期入所療養介護について における短期入所療養介護について

イ 所定単位数の算定区分について イ 所定単位数の算定区分について

介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護につい 介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護につい

て、適用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれ て、適用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれ

の算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基 の算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基

準を満たさなくなった事実が発生した月の翌月に変更の届出 準を満たさなくなった事実が発生した月の翌月に変更の届出

を行い、当該月から、介護老人保健施設短期入所療養介護費 を行い、当該月から、介護老人保健施設短期入所療養介護費

（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅰ）若しく （Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅰ）若しく

は（ⅲ）又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護 は（ⅲ）又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護

費（Ⅰ）のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 費（Ⅰ）のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

（ⅰ）若しくは（ⅲ）を算定することとなる。 （ⅰ）若しくは（ⅲ）を算定することとなる。

ロ 介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護に係る ロ 介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護に係る

施設基準及び夜勤職員基準について 施設基準及び夜勤職員基準について

ａ 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟 ａ 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟

を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療 を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療
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所の開設者が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老 所の開設者が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老

人性認知症疾患療養病棟又は当該診療所の一般病床若しく 人性認知症疾患療養病棟又は当該診療所の一般病床若しく

は療養病床を平成18年７月１日から平成30年３月31日まで は療養病床を平成18年７月１日から平成30年３月31日まで

。 。の間に転換を行って開設した介護老人保健施設であること の間に転換を行って開設した介護老人保健施設であること

ｂ 施設基準第17号イ⑶㈡の基準については、月の末日にお ｂ 施設基準第14号イ⑶㈡の基準については、月の末日にお

ける該当者の割合によることとし、算定月の前３月におい ける該当者の割合によることとし、算定月の前３月におい

。 、 。 、て当該割合の平均値が当該基準に適合していること また て当該割合の平均値が当該基準に適合していること また

当該基準において 「著しい精神症状、周辺症状若しくは 当該基準において 「著しい精神症状、周辺症状若しくは、 、

重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢 重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢

者」とあるのは、日常生活自立度のランクＭに該当する者 者」とあるのは、日常生活自立度のランクＭに該当する者

をいうものであること。 をいうものであること。

ｃ 施設基準第17号イ⑷㈡の基準については、月の末日にお ｃ 施設基準第14号イ⑷㈡の基準については、月の末日にお

ける該当者の割合によることとし、算定月の前３月におい ける該当者の割合によることとし、算定月の前３月におい

。 、 。 、て当該割合の平均値が当該基準に適合していること また て当該割合の平均値が当該基準に適合していること また

当該基準において 「著しい精神症状、周辺症状若しくは 当該基準において 「著しい精神症状、周辺症状若しくは、 、

重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢 重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢

者」とあるのは、日常生活自立度のランクⅣ又はＭに該当 者」とあるのは、日常生活自立度のランクⅣ又はＭに該当

する者をいうものであること。 する者をいうものであること。

ｄ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）又はユニッ ｄ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）又はユニッ

ト型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）を算定す ト型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）を算定す

る介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護につ る介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護につ

いては、夜勤を行う看護職員の数は、利用者及び当該介護 いては、夜勤を行う看護職員の数は、利用者及び当該介護

老人保健施設の入所者の合計数を41で除して得た数以上と 老人保健施設の入所者の合計数を41で除して得た数以上と

すること。 すること。

また、夜勤を行う看護職員は、１日平均夜勤看護職員数 また、夜勤を行う看護職員は、１日平均夜勤看護職員数

とすることとする。１日平均夜勤看護職員数は、暦月ごと とすることとする。１日平均夜勤看護職員数は、暦月ごと

に夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までの時間を に夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までの時間を

含めた連続する16時間をいう における延夜勤時間数を、 含めた連続する16時間をいう における延夜勤時間数を、

当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算 当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算

定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。なお、 定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。なお、

夜勤職員の減算方法については、１⑹②によるものである 夜勤職員の減算方法については、１⑹②によるものである

が、夜勤を行う看護職員に係る１日平均夜勤看護職員数が が、夜勤を行う看護職員に係る１日平均夜勤看護職員数が

以下のいずれかに該当する月においては、当該規定にかか 以下のいずれかに該当する月においては、当該規定にかか

わらず、利用者及び当該介護療養型老人保健施設の入所者 わらず、利用者及び当該介護療養型老人保健施設の入所者

の全員について、所定単位数が減算される。 の全員について、所定単位数が減算される。
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⒜ 前月において１日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基 ⒜ 前月において１日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基

準により確保されるべき員数から１割を超えて不足して 準により確保されるべき員数から１割を超えて不足して

いたこと。 いたこと。

⒝ １日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保 ⒝ １日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保

されるべき員数から１割の範囲内で不足している状況が されるべき員数から１割の範囲内で不足している状況が

過去３月間（暦月）継続していたこと。 過去３月間（暦月）継続していたこと。

ｅ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニッ ｅ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニッ

ト型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定す ト型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定す

る指定短期入所療養介護事業所については、当該事業所の る指定短期入所療養介護事業所については、当該事業所の

看護職員又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーション 看護職員又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーション

との連携により、夜間看護のオンコール体制を整備し、必 との連携により、夜間看護のオンコール体制を整備し、必

要な場合には当該事業所からの緊急の呼出に応じて出勤す 要な場合には当該事業所からの緊急の呼出に応じて出勤す

ること。なお、病院、診療所又は訪問看護ステーションと ること。なお、病院、診療所又は訪問看護ステーションと

連携する場合にあっては、連携する病院、診療所又は訪問 連携する場合にあっては、連携する病院、診療所又は訪問

看護ステーションをあらかじめ定めておくこととする。 看護ステーションをあらかじめ定めておくこととする。

ハ 特別療養費について ハ 特別療養費について

特別療養費は、利用者に対して、日常的に必要な医療行為 特別療養費は、利用者に対して、日常的に必要な医療行為

を行った場合等に算定できるものである。その内容について を行った場合等に算定できるものである。その内容について

は、別途通知するところによるものとする。 は、別途通知するところによるものとする。

ニ 療養体制維持特別加算について ニ 療養体制維持特別加算について

療養体制維持特別加算は、介護療養型老人保健施設の定員 療養体制維持特別加算は、介護療養型老人保健施設の定員

のうち、転換前に４:１の介護職員配置を施設基準上の要件 のうち、転換前に４:１の介護職員配置を施設基準上の要件

とする介護療養施設サービス費を算定する指定介護療養型医 とする介護療養施設サービス費を算定する指定介護療養型医

療施設又は医療保険の療養病棟入院基本料１の施設基準に適 療施設又は医療保険の療養病棟入院基本料１の施設基準に適

合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟であっ 合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟であっ

たもの（平成22年４月１日以前に転換した場合にあっては、 たもの（平成22年４月１日以前に転換した場合にあっては、

医療保険の療養病棟入院基本料におけるいわゆる20:１配置 医療保険の療養病棟入院基本料におけるいわゆる20:１配置

病棟であったもの）の占める割合が２分の１以上である場合 病棟であったもの）の占める割合が２分の１以上である場合

に、転換前の療養体制を維持しつつ、質の高いケアを提供す に、転換前の療養体制を維持しつつ、質の高いケアを提供す

るための介護職員の配置を評価することとする。 るための介護職員の配置を評価することとする。

なお、当該加算は平成30年３月31日までの間に限り、算定 なお、当該加算は平成30年３月31日までの間に限り、算定

できるものとし、その後の加算の在り方については、当該介 できるものとし、その後の加算の在り方については、当該介

護療養型老人保健施設の介護ニーズや、当該加算の算定状況 護療養型老人保健施設の介護ニーズや、当該加算の算定状況

等の実態を把握し、検討を行うこととする。 等の実態を把握し、検討を行うこととする。

⑵ 夜勤職員配置加算について ⑵ 夜勤職員配置加算について



- 31 -

夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均

夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前 夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前

５時までの時間を含めた連続する16時間をいう における延夜勤 ５時までの時間を含めた連続する16時間をいう における延夜勤

時間数を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによっ 時間数を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによっ

て算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。 て算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。

⑶ リハビリテーション機能強化加算について （削除）

① 介護老人保健施設における短期入所療養介護においてリハビ

リテーション機能強化加算を算定する場合は、実用的な日常生

活における諸活動の自立性の向上のために、利用者の状態像に

応じ、利用者に必要な理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を

適時適切に提供できる体制が整備されていること。

② 理学療法又は作業療法については、実用歩行訓練・活動向上

訓練・運動療法等を組み合わせて利用者の状態像に応じて行う

ことが必要であり、言語聴覚療法については、失語症、構音障

害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等

の言語聴覚機能に障害を持つ利用者に対して言語機能又は聴覚

機能に係る活動向上訓練を行うことが必要である。

当該訓練により向上させた諸活動の能力については、常に看

護師等により日常生活での実行状況に生かされるよう働きかけ

が行われることが必要である。

③ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法は、利用者の実用的な

在宅生活における諸活動の自立性の向上のため、訓練の専用施

設外においても訓練を行うことができる。

なお、言語聴覚療法を行う場合は、車椅子・歩行器・杖等を

使用する患者が容易に出入り可能であり、遮音等に配慮された

部屋等を確保することが望ましい。

④ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を行うに当たっては、

医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共

同してリハビリテーション実施計画を作成し、これに基づいて

行った個別リハビリテーションの効果、実施方法等について評

価等を行う。なお、短期入所療養介護においては、リハビリテ

ーション実施計画に相当する内容を短期入所療養介護計画の中

に記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施

計画の作成に代えることができるものとすること。

⑤ 医師等リハビリテーション従事者は、理学療法、作業療法又
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は言語聴覚療法を行う場合は、開始時に利用者に対してリハビ

リテーション実施計画の内容を説明し、記録する。

⑥ リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担

当者等）は患者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテー

ション従事者により閲覧が可能であるようにすること。

⑷ 個別リハビリテーション実施加算について ⑶ 個別リハビリテーション実施加算について

当該加算は、利用者に対して個別リハビリテーションを20分以 当該加算は、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語

上実施した場合に算定するものである。 聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を

作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、個別リハビ

リテーションを20分以上実施した場合に算定するものである。

⑸ 重度療養管理加算について ⑷ 重度療養管理加算について

① 重度療養管理加算は、要介護４又は要介護５に該当する者で ① 重度療養管理加算は、要介護４又は要介護５に該当する者で

あって別に厚生労働大臣の定める状態（95号告示）にある利用 あって別に厚生労働大臣の定める状態（利用者等告示）にある

者に対して、計画的な医学的管理を継続的に行い、指定短期入 利用者に対して、計画的な医学的管理を継続的に行い、指定短

所療養介護を行った場合に、所定単位数を加算する。当該加算 期入所療養介護を行った場合に、所定単位数を加算する。当該

を算定する場合にあっては、当該医学的管理の内容等を診療に 加算を算定する場合にあっては、当該医学的管理の内容等を診

記載しておくこと。 療に記載しておくこと。

② 重度療養管理加算を算定できる利用者は、次のいずれかにつ ② 重度療養管理加算を算定できる利用者は、次のいずれかにつ

いて、当該状態が一定の期間や頻度で継続している者であるこ いて、当該状態が一定の期間や頻度で継続している者であるこ

と。 と。

なお、請求明細書の摘要欄に該当する状態（95号告示第16号 なお、請求明細書の摘要欄に該当する状態（利用者等告示第

のイからリまで）を記載することとする。なお、複数の状態に 18号のイからリまで）を記載することとする。なお、複数の状

該当する場合は主たる状態のみを記載すること。 態に該当する場合は主たる状態のみを記載すること。

ア 95号告示第16号イの「常時頻回の喀痰吸引を実施している ア 利用者等告示第18号イの「常時頻回の喀痰吸引を実施して

状態」とは、当該月において１日当たり８回（夜間を含め約 いる状態」とは、当該月において１日当たり８回（夜間を含

３時間に１回程度）以上実施している日が20日を超える場合 め約３時間に１回程度）以上実施している日が20日を超える

をいうものであること。 場合をいうものであること。

イ 95号告示第16号ロの「呼吸障害等により人工呼吸器を使用 イ 利用者等告示第18号ロの「呼吸障害等により人工呼吸器を

している状態」については、当該月において１週間以上人工 使用している状態」については、当該月において１週間以上

呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。 人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。

ウ 95号告示第16号ハの「中心静脈注射を実施している状態」 ウ 利用者等告示第18号ハの「中心静脈注射を実施している状

については、中心静脈注射により薬剤の投与をされている利 態」については、中心静脈注射により薬剤の投与をされてい

用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者である る利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者で

こと。 あること。

「 、 、エ 95号告示第16号ニの「人工腎臓を実施しており、かつ、重 エ 利用者等告示第18号ニの 人工腎臓を実施しており かつ
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篤な合併症を有する状態」については、人工腎臓を各週２日 重篤な合併症を有する状態」については、人工腎臓を各週２

以上実施しているものであり、かつ、下記に掲げるいずれか 日以上実施しているものであり、かつ、下記に掲げるいずれ

の合併症をもつものであること。 かの合併症をもつものであること。

ａ 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射 ａ 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射

を行っている糖尿病 を行っている糖尿病

ｂ 常時低血圧（収縮期血圧が90mmHg以下） ｂ 常時低血圧（収縮期血圧が90mmHg以下）

ｃ 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈す ｃ 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈す

るもの るもの

ｄ 出血性消化器病変を有するもの ｄ 出血性消化器病変を有するもの

ｅ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの ｅ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの

ｆ うっ血性心不全（ＮＹＨＡⅢ度以上）のもの ｆ うっ血性心不全（ＮＹＨＡⅢ度以上）のもの

オ 95号告示第16号ホの「重篤な心機能障害、呼吸障害等によ オ 利用者等告示第18号ホの「重篤な心機能障害、呼吸障害等

り常時モニター測定を実施している状態」については、持続 により常時モニター測定を実施している状態」については、

性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態 持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す、

収縮期血圧90mmHg以下が持続する状態、又は、酸素吸入を行 状態、収縮期血圧90mmHg以下が持続する状態、又は、酸素吸

っても動脈血酸素飽和度90％以下の状態で常時、心電図、血 入を行っても動脈血酸素飽和度90％以下の状態で常時、心電

圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っ 図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリング

ていること。 を行っていること。

カ 95号告示第16号ヘの「膀胱または直腸の機能障害の程度が カ 利用者等告示第18号ヘの「膀胱または直腸の機能障害の程

身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表 度が身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）

第５号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当 別表第５号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に

し かつ ストーマの処置を実施している状態 については 該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」につい、 、 」 、

当該利用者に対して、皮膚の炎症等に対するケアを行った場 ては、当該利用者に対して、皮膚の炎症等に対するケアを行

合に算定できるものであること。 った場合に算定できるものであること。

キ 95号告示第16号トの「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行わ キ 利用者等告示第18号トの「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が

れている状態」については、経口摂取が困難で経腸栄養以外 行われている状態」については、経口摂取が困難で経腸栄養

に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った場合 以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った

に算定できるものであること。 場合に算定できるものであること。

ク 95号告示第16号チの「褥瘡に対する治療を実施している状 ク 利用者等告示第18号チの「褥瘡に対する治療を実施してい

態」については、以下の分類で第三度以上に該当し、かつ、 る状態」については、以下の分類で第三度以上に該当し、か

当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。 つ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。

第一度:皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り 第一度:皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り

除いても消失しない（皮膚の損傷はない） 除いても消失しない（皮膚の損傷はない）

第二度:皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみと 第二度:皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみと

して表れるもの） して表れるもの）
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第三度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深い 第三度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深い

くぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることも くぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることも

あれば、及んでいないこともある あれば、及んでいないこともある

第四度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出してい 第四度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出してい

る る

ケ 95号告示第16号リの「気管切開が行われている状態」につ ケ 利用者等告示第18号リの「気管切開が行われている状態」

いては、気管切開が行われている利用者について、気管切開 については、気管切開が行われている利用者について、気管

。の医学的管理を行った場合に算定できるものであること。 切開の医学的管理を行った場合に算定できるものであること

⑹ 病院又は診療所における短期入所療養介護 ⑸ 病院又は診療所における短期入所療養介護

療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成12年法律第14 ① 療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成12年法律第

1号）附則第２条第３項第５号に規定する経過的旧療養型病床群 141号）附則第２条第３項第５号に規定する経過的旧療養型病

を含む。以下同じ を有する病院、病床を有する診療所、老人性 床群を含む。以下同じ を有する病院、病床を有する診療所、

認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養

介護

イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サー イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サ

ビスが行われるもの（以下「介護保険適用病床」という にお ービスが行われるもの（以下「介護保険適用病床」という

ける短期入所療養介護については、所定単位数の算定（職員の における短期入所療養介護については 所定単位数の算定 職、 （

配置数の算定）並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境に 員の配置数の算定）並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養

よる所定単位数の減算及び加算については、本体施設と常に一 環境による所定単位数の減算及び加算については、本体施設

体的な取扱いが行われるものであり、７の⑴、⑶から⑺まで、 と常に一体的な取扱いが行われるものであり、７の⑴、⑶か

⑼及び⒀を準用すること。この場合、７の⑼の準用に際しては ら⑺まで、⑼①、③及び⑤並びに⒀を準用すること。この場

「医師及び介護支援専門員」とあるのは 「医師」と読み替え 合、７の⑼①及び⑤の準用に際しては「医師及び介護支援専、

るものとする。 門員」とあるのは 「医師」と読み替えるものとする。、

ロ 医療保険適用病床における短期入所療養介護についても、夜 ロ 医療保険適用病床における短期入所療養介護についても、

勤体制による加算及び減算並びに療養環境による減算について 夜勤体制による加算及び減算並びに療養環境による減算につ

は、介護保険適用病床における短期入所療養介護の場合と同様 いては、介護保険適用病床における短期入所療養介護の場合

に行うものとする。また、適用すべき所定単位数（人員配置） と同様に行うものとする。また、適用すべき所定単位数（人

については、人員配置の算定上、配置されている看護職員を適 員配置）については、人員配置の算定上、配置されている看

宜介護職員とみなすことにより、最も有利な所定単位数を適用 護職員を適宜介護職員とみなすことにより、最も有利な所定

することとする。例えば、60床の病棟で、看護職員が12人、介 単位数を適用することとする。例えば、60床の病棟で、看護

護職員が13人配置されていて、診療報酬上、看護職員５:１（12 職員が12人、介護職員が13人配置されていて、診療報酬上、

人以上 、介護職員５:１（12人以上）の点数を算定している場 看護職員５:１（12人以上 、介護職員５:１（12人以上）の） ）

合については、看護職員のうち２人を介護職員とみなすことに 点数を算定している場合については、看護職員のうち２人を

より 短期入所療養介護については看護職員６:１ 10人以上 介護職員とみなすことにより、短期入所療養介護については、 （ ）、

介護職員４:１（15人以上）に応じた所定単位数が適用されるも 看護職員６:１（10人以上 、介護職員４:１（15人以上）に）
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のであること。なお、７の⑴、⑶から⑺まで、⑼及び⒀は、医 応じた所定単位数が適用されるものであること。なお、７の

療保険適用病床の短期入所療養介護についても準用する。この ⑴、⑶から⑺まで、⑼①、③及び⑤並びに⒀は、医療保険適

場合、７の⑼の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」と 用病床の短期入所療養介護についても準用する。この場合、

、 「 」あるのは 「医師」と読み替えるものとする。 ７の⑼①及び⑤の準用に際しては 医師及び介護支援専門員

とあるのは 「医師」と読み替えるものとする。、

ハ 医師は 短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合には ハ 医師は、短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合に、 、

、 。 、その旨を診療録に記載すること。当該診療録については、医療 は その旨を診療録に記載すること 当該診療録については

保険における診療録と分ける必要はないが、短期入所療養介護 医療保険における診療録と分ける必要はないが、短期入所療

に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けら 養介護に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確

れるようにすること。また、診療録の備考の欄に、介護保険の に分けられるようにすること。また、診療録の備考の欄に、

保険者の番号、利用者の被保険者証の番号、要介護状態区分及 介護保険の保険者の番号、利用者の被保険者証の番号、要介

。 、び要介護認定の有効期限を記載すること。なお、これらの取扱 護状態区分及び要介護認定の有効期限を記載すること なお

いについては 介護保険の訪問看護 訪問リハビリテーション これらの取扱いについては、介護保険の訪問看護、訪問リハ、 、 、

居宅療養管理指導及び通所リハビリテーションについても同様 ビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーシ

であること。なお、当該医療機関において、当該利用者に対し ョンについても同様であること。なお、当該医療機関におい

て基本的に短期入所療養介護以外の医療を行わない場合の診療 て、当該利用者に対して基本的に短期入所療養介護以外の医

録の記載については介護療養施設サービスの場合と同様とし、 療を行わない場合の診療録の記載については介護療養施設サ

７⑵を準用するものとする。 ービスの場合と同様とし、７⑵を準用するものとする。

ニ 病院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所 ニ 病院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による

定単位数の減算の基準は、通所介護費等の算定方法第４号ロ⑵ 所定単位数の減算の基準は、通所介護費等の算定方法第４号

において規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下 ロ⑵において規定しているところであるが、具体的な取扱い

のとおりであること。 は以下のとおりであること。

ａ 看護職員又は介護職員の員数が居宅サービス基準に定める ａ 看護職員又は介護職員の員数が居宅サービス基準に定め

員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、 る員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係な

病院療養病床短期入所療養介護費の（Ⅲ 、病院療養病床経 く、病院療養病床短期入所療養介護費の（Ⅲ 、病院療養） ）

過型短期入所療養介護費の（Ⅱ 、ユニット型病院療養病床 病床経過型短期入所療養介護費の（Ⅱ 、ユニット型病院） ）

短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入 療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経

所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費 過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入

又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事業 所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっ

所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ 、 ては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療）

（Ⅳ）若しくは（Ⅴ 、認知症疾患型経過型短期入所療養介 養介護費の（Ⅰ （Ⅳ）若しくは（Ⅴ 、認知症疾患型経） ）、 ）

護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニッ 過型短期入所療養介護費、特定認知症疾患型短期入所療養

ト型認知症疾患型短期入所療養介護費の Ⅰ 若しくは Ⅱ 介護費若しくはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護（ ） （ ）

の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定される。 費の（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）の所定単位数に100分の70を乗

じて得た単位数が算定される。
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ｂ 短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職員の ｂ 短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職員

員数については居宅サービス基準に定める員数を満たすが、 の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たす

看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合（以下「正看 が、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合（以下

比率」という が２割未満である場合は、病院療養病床短期 「正看比率」という が２割未満である場合は、病院療養

入所療養介護費の（Ⅲ 、病院療養病床経過型短期入所療養 病床短期入所療養介護費の（Ⅲ 、病院療養病床経過型短） ）

介護費の（Ⅱ 、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護 期入所療養介護費の（Ⅱ 、ユニット型病院療養病床短期） ）

費、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費若し 入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入所

くは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型 療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費

短期入所療養介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、 又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事

認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ （Ⅳ）若しくは 業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の）、

（Ⅴ 、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費、特定認知 （Ⅰ （Ⅳ）若しくは（Ⅴ 、認知症疾患型経過型短期入） ）、 ）

症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患 所療養介護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若し

型短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）に100分の90 くはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ）

を乗じて得た単位数が算定される。 若しくは（Ⅱ）に100分の90を乗じて得た単位数が算定さ

れる。

ｃ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等 ｃ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員

の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき 等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の規定に基

厚生労働大臣が定める地域（平成12年厚生省告示第28号）各 づき厚生労働大臣が定める地域（平成12年厚生省告示第28

号に掲げる地域（以下次のｄ及び７の⑻において「僻地」と 号 各号に掲げる地域 以下次のｄ及び７の⑻において 僻） （ 「

いう に所在する病院であって、短期入所療養介護を行う病 地」という に所在する病院であって、短期入所療養介護

棟における看護・介護職員の員数については居宅サービス基 を行う病棟における看護・介護職員の員数については居宅

準に定める員数を満たし、正看比率も２割以上であるが、医 サービス基準に定める員数を満たし、正看比率も２割以上

師の員数が居宅サービス基準に定める員数の６割未満である であるが、医師の員数が居宅サービス基準に定める員数の

もの（医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たも ６割未満であるもの（医師の確保に関する計画を都道府県

のに限る においては、各類型の短期入所療養介護費又は特 知事に届け出たものに限る においては、各類型の短期入

定病院療養病床短期入所療養介護費若しくは特定認知症疾患 所療養介護費又は特定病院療養病床短期入所療養介護費若

型短期入所療養介護費のうち、看護・介護職員の配置に応じ しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費のうち、看護

た所定単位数から12単位を控除して得た単位数が算定される ・介護職員の配置に応じた所定単位数から12単位を控除し。

て得た単位数が算定される。

ｄ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都 ｄ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を

道府県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病 都道府県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在す

院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介 る病院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看

護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満 護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める

たしている（正看比率は問わない）が、医師の員数が居宅サ 員数を満たしている（正看比率は問わない）が、医師の員

ービス基準に定める員数の６割未満であるものにおいては、 数が居宅サービス基準に定める員数の６割未満であるもの
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病院療養病床短期入所療養介護費の（Ⅲ 、病院療養病床経 においては、病院療養病床短期入所療養介護費の（Ⅲ 、） ）

過型短期入所療養介護費の（Ⅱ 、ユニット型病院療養病床 病院療養病床経過型短期入所療養介護費の（Ⅱ 、ユニッ） ）

短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入 ト型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療

所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費 養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病

又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事業 床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護

所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ 、 費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短）

（Ⅳ）若しくは（Ⅴ 、認知症疾患型経過型短期入所療養介 期入所療養介護費の（Ⅰ （Ⅳ）若しくは（Ⅴ 、認知症） ）、 ）

護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニッ 疾患型経過型短期入所療養介護費、特定認知症疾患型短期

ト型認知症疾患型短期入所療養介護費の Ⅰ 若しくは Ⅱ 入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型短期入所（ ） （ ）

の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数が算定される。 療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）の所定単位数に100分

の90を乗じて得た単位数が算定される。

ｅ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位 ｅ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単

数の減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和23年厚 位数の減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和23

生省令第50号）第49条の規定が適用される病院に係る減算は 年厚生省令第50号）第49条の規定が適用される病院に係る

適用されない。 減算は適用されない。

ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものとす ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものと

ること。 すること。

ヘ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務 ヘ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤

等看護 Ⅰ から Ⅳ までを算定するための届出については 務等看護（Ⅰ）から（Ⅳ）までを算定するための届出につい（ ） （ ） 、

本体施設である介護療養型医療施設について行われていれば、 ては、本体施設である介護療養型医療施設について行われて

短期入所療養介護については行う必要がないこと。 いれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと。

ト 病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくはユニット型 ト 病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくはユニット

病院療養病床経過型短期入所療養介護費又は認知症疾患型経過 型病院療養病床経過型短期入所療養介護費又は認知症疾患型

型短期入所療養介護費については 平成24年３月31日において 経過型短期入所療養介護費については、平成24年３月31日に、 、

当該短期入所療養介護費を算定している場合に限り算定できる おいて、当該短期入所療養介護費を算定している場合に限り

ものである。 算定できるものである。

（新設） ② 病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ （ⅱ （ⅲ （ⅴ）） ）、 ）、

若しくは（ⅵ）若しくは（Ⅱ （ⅱ）若しくは（ⅳ）又はユニ）

ット型病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ （Ⅲ （Ⅴ）若し） ）

くは（Ⅵ）を算定するための基準について

イ 当該介護療養型医療施設における短期入所療養介護につい

て、適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日

においてそれぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場

合は、当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の

届出を行い、届出を行った月から当該届出に係る短期入所療
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養介護費を算定することとなる （ただし、翌月の末日にお。

いて当該施設基準を満たしている場合を除く

ロ 施設基準第14号ニ⑵㈡ａについては、ハに示す重篤な身体

疾患を有する者とニに示す身体合併症を有する認知症高齢者

の合計についてヘに示す方法で算出した割合が、基準を満た

すものであること。ただし、同一の者について、重篤な身体

疾患を有する者の基準及び身体合併症を有する認知症高齢者

の基準のいずれにも当てはまる場合は、いずれか一方にのみ

含めるものとする。なお、当該基準を満たす利用者について

は、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの

状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号

を用いてその状態を記入すること。

ハ 施設基準第14号ニ⑵㈡ａの「重篤な身体疾患を有する者」

とは、次のいずれかに適合する者をいう。

ａ NYHA分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態

ｂ Hugh-Jones分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する１

週間以上人工呼吸器を必要としている状態

ｃ 各週２日以上の人工腎臓の実施が必要であり、かつ、次

に掲げるいずれかの合併症を有する状態。なお、人工腎臓

の実施については、他科受診によるものであっても差し支

えない。

⒜ 常時低血圧（収縮期血圧が90mmHg以下）

⒝ 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈

するもの

⒞ 出血性消化器病変を有するもの

⒟ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの

ｄ Child-Pugh分類Ｃ以上の肝機能障害の状態

ｅ 連続する３日以上、JCS100以上の意識障害が継続してい

る状態

ｆ 単一の凝固因子活性が40%未満の凝固異常の状態

ｇ 現に経口により食事を摂取している者であって、著しい

摂食機能障害を有し 造影撮影 医科診療報酬点数表中 造、 （ 「

影剤使用撮影」をいう 又は内視鏡検査（医科診療報酬点

数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう により誤嚥が

認められる（喉頭侵入が認められる場合を含む 状態
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ニ 施設基準第14号ニ⑵㈡ａの「身体合併症を有する認知症高

齢者」とは、次のいずれかに適合する者をいう。

ａ 認知症であって、悪性腫瘍と診断された者

ｂ 認知症であって、次に掲げるいずれかの疾病と診断され

た者

⒜ パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮

質基底核変性症、パーキンソン病）

⒝ 多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎

縮症、シャイ・ドレーガー症候群）

⒞ 筋萎縮性側索硬化症

⒟ 脊髄小脳変性症

⒠ 広範脊柱管狭窄症

⒡ 後縦靱帯骨化症

⒢ 黄色靱帯骨化症

⒣ 悪性関節リウマチ

ｃ 認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢｂ、Ⅳ又はMに

該当する者

ホ 施設基準第14号ニ⑵㈡ｂの「経管栄養」の実施とは、経鼻

経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ま

た、過去１年間に経管栄養が実施されていた者であって、経

口維持加算を算定されているものについては、経管栄養が実

施されている者として取り扱うものとすること 「インスリ。

ン注射」の実施においては、自ら実施する者は除くものであ

ること。

ヘ 施設基準第14号ニ⑵㈡ａ及び㈡ｂの基準については、次の

いずれかの方法によるものとし、小数点第３位以下は切り上

げることとする。なお、ここにおいて入院患者等（当該療養

病棟における指定短期入所療養介護の利用者及び入院患者を

いう。以下３において同じ とは、毎日24時現在当該施設に

入院している者をいい、当該施設に入院してその日のうちに

退院又は死亡した者を含むものであること。

ａ 月の末日における該当者の割合によることとし、算定日

が属する月の前３月において当該割合の平均値が当該基準

に適合していること

ｂ 算定日が属する月の前３月において、当該基準を満たす
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入院患者等の入院延べ日数が全ての入院患者等の入院延べ

日数に占める割合によることとし、算定月の前３月におい

て当該割合の平均値が当該基準に適合していること。

ト 施設基準第14号ニ⑵㈢の基準については、同号ニ⑵㈢ａか

らｃまでのすべてに適合する入院患者等の入院延べ日数が、

全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割合が、基準を満

たすものであること。当該割合の算出にあたっては、小数点

第３位以下は切り上げるものとする。ただし、本人が十分に

判断をできる状態になく、かつ、家族の来院が見込めないよ

うな場合も、医師、看護職員、介護職員等が入院患者等の状

態等に応じて随時、入院患者等に対するターミナルケアにつ

いて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認めら

れる場合を含む。この場合には、適切なターミナルケアが行

われていることが担保されるよう、職員間の相談日時、内容

等を記録するとともに、本人の状態や、家族と連絡を取った

にもかかわらず来院がなかった旨を記載しておくことが必要

である。

チ 施設基準第14号ニ⑵㈣における「生活機能を維持改善する

」 、 。リハビリテーション とは 以下の考え方によるものとする

ａ 可能な限りその入院患者等の居宅における生活への復帰

を目指し、日常生活動作を維持改善するリハビリテーショ

ンを、医師の指示を受けた作業療法士を中心とする多職種

の共同によって、療養生活の中で随時行うこと。

ｂ 入院中のリハビリテーションに係るマネジメントについ

ては平成21年度介護報酬改定においてリハビリテーション

マネジメント加算が本体報酬に包括化された際「リハビリ

テーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関す

る事務処理手順例及び様式例の提示について （平成18年」

３月27日老老発0327001）で考え方等を示しているところで

あるが、生活機能を維持改善するリハビリテーションにつ

いても、この考え方は適用されるものである。

ｃ 具体的には、患者ごとに解決すべき日常生活動作上の課

題の把握（アセスメント）を適切に行い、改善に係る目標

を設定し、計画を作成した上で、当該目標を達成するため

に必要なリハビリテーションを、機能訓練室の内外を問わ
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ず、また時間にこだわらず療養生活の中で随時行い、入院

。患者等の生活機能の維持改善に努めなければならないこと

リ 施設基準第14号ニ⑵㈤における「地域に貢献する活動」と

は、以下の考え方によるものとする。

ａ 地域との連携については、基準省令第33条において、地

域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等

の地域との交流に努めなければならないと定めているとこ

ろであるが、療養機能強化型介護療養型医療施設である医

療機関においては、自らの創意工夫によって更に地域に貢

献する活動を行うこと。

ｂ 当該活動は、地域住民への健康教室、認知症カフェ等、

地域住民相互及び地域住民と当該介護療養型医療施設であ

る医療機関の入院患者等との交流に資するなど地域の高齢

。者に活動と参加の場を提供するものであるよう努めること

ｃ 当該基準については、平成27年度に限り、平成28年度中

に当該活動を実施する場合を含むものとしているところで

、 、あるが 各施設において地域の実情に合わせた検討を行い

可能な限り早期から実施することが望ましいものであるこ

と。また、既に当該基準に適合する活動を実施している医

療機関においては、更に創意工夫を行うよう努めることが

望ましい。

（新設） ③ 診療所短期入所療養介護費（Ⅰ （ⅱ （ⅲ （ⅴ 、若しく） ）、 ）、 ）

は（ⅵ）又はユニット型診療所短期入所療養介護費（Ⅱ （Ⅲ））

（Ⅴ）若しくは（Ⅵ）を算定するための基準について

②を準用する。この場合において、②ホ中「経鼻経管又は胃

」 「 、ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施 とあるのは 経鼻経管

」 、胃ろう若しくは腸ろう又は中心静脈栄養による栄養の実施 と

同ト中「同号ニ⑵㈢ａからｃまでのすべてに適合する入院患者

等の入院延べ日数が、全ての入院患者等の入院延べ日数に占め

る割合」とあるのは「同号ニ⑵㈢ａからｃまでのすべてに適合

する入院患者等の入院延べ日数が、全ての入院患者等の入院延

べ日数に占める割合と、19を当該診療所の介護保険適用病床数

で除した数との積」と読み替えるものとする。

⑺ 指定短期入所療養介護費を算定するための基準について ⑹ 指定短期入所療養介護費を算定するための基準について

イ 指定短期入所療養介護費は、施設基準第23号に規定する基準 イ 指定短期入所療養介護費は、施設基準第15号に規定する基準
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に従い、以下の通り、算定すること。 に従い、以下の通り、算定すること。

ａ 施設基準第23号イに規定する指定短期入所療養介護費短期 ａ 施設基準第15号イに規定する指定短期入所療養介護費短期

入所療養介護が、ユニットに属さない療養室又は病室（以下 入所療養介護が、ユニットに属さない療養室又は病室（以下

「療養室等」という （定員が１人のものに限る （｢従来 「療養室等」という （定員が１人のものに限る （｢従来

」 。 」 。型個室 という の利用者に対して行われるものであること 型個室 という の利用者に対して行われるものであること

ｂ 施設基準第23号ロに規定する指定短期入所療養介護費短期 ｂ 施設基準第15号ロに規定する指定短期入所療養介護費短期

入所療養介護が、ユニットに属さない療養室等（定員が２人 入所療養介護が、ユニットに属さない療養室等（定員が２人

以上のものに限る （｢多床室」という の利用者に対して 以上のものに限る （｢多床室」という の利用者に対して

行われるものであること。 行われるものであること。

ｃ 施設基準第23号ハに規定する指定短期入所療養介護費短期 ｃ 施設基準第15号ハに規定する指定短期入所療養介護費短期

入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健 入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健

施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11 施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11

年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」という 年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」という

第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）又は指定介護療養型医療施設 第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）又は健康保険法等の一部を改

の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41 正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項

号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という 第39条第 の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療

２項第１号イ⑶（ⅰ 、第40条第２項第１号イ⑶（ⅰ）若し 養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年）

くは第41条第２項第１号イ⑶ ⅰ を満たすものに限る ｢ユ 厚生省令第41号。以下「指定介護療養型医療施設基準」とい（ ） （

ニット型個室」という の利用者に対して行われるものであ う 第39条第２項第１号イ⑶（ⅰ 、第40条第２項第１号イ）

ること。 ⑶（ⅰ）若しくは第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）を満たすも

のに限る （｢ユニット型個室」という の利用者に対して

行われるものであること。

ｄ 施設基準第23号ニに規定する指定短期入所療養介護費短期 ｄ 施設基準第15号ニに規定する指定短期入所療養介護費短期

入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健 入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健

施設基準第41条第２項第１号イ⑶（ⅱ）又は指定介護療養型 施設基準第41条第２項第１号イ⑶（ⅱ）又は指定介護療養型

医療施設基準第39条第２項第１号イ⑶（ⅱ 、第40条第２項 医療施設基準第39条第２項第１号イ⑶（ⅱ 、第40条第２項） ）

第１号イ⑶（ⅱ）若しくは第41条第２項第１号イ⑶（ⅱ （指 第１号イ⑶（ⅱ）若しくは第41条第２項第１号イ⑶（ⅱ （指） ）

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等の一部を改正する省令（平成17年厚生労働省令第139号。 等の一部を改正する省令（平成17年厚生労働省令第139号。

以下「指定居宅サービス基準改正省令」という 附則第５条 以下「指定居宅サービス基準改正省令」という 附則第５条

第１項又は第７条第１項の規定により読み替えて適用する場 第１項又は第７条第１項の規定により読み替えて適用する場

合を含む を満たすものに限るものとし、介護老人保健施設 合を含む を満たすものに限るものとし、介護老人保健施設

基準第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）又は指定介護療養型医療 基準第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）又は指定介護療養型医療

施設基準第39条第２項第１号イ⑶（ⅰ 、第40条第２項第１ 施設基準第39条第２項第１号イ⑶（ⅰ 、第40条第２項第１） ）

号イ⑶（ⅰ）若しくは第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）を満た 号イ⑶（ⅰ）若しくは第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）を満た
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すものを除く の利用者に対して行われるものであること。 すものを除く の利用者に対して行われるものであること。

ロ ユニットに属する療養室等であって、各類型の短期入所療養 ロ ユニットに属する療養室等であって、各類型の短期入所療養

介護費の注１による届出がなされているものについては、ユニ 介護費の注１による届出がなされているものについては、ユニ

ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型病院 ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型病院

療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型 療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型

短期入所療養介護費、ユニット型診療所短期入所療養介護費又 短期入所療養介護費、ユニット型診療所短期入所療養介護費又

はユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費を算定するもの はユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費を算定するもの

とすること。 とすること。

⑻ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費、特定病院療養病床 ⑺ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費、特定病院療養病床

短期入所療養介護費、特定診療所短期入所療養介護費、特定認知 短期入所療養介護費、特定診療所短期入所療養介護費、特定認知

症対応型短期入所療養介護費について 症対応型短期入所療養介護費について

① 利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを ① 利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを

提供するに当たり常時看護職員による観察を必要とする難病等 提供するに当たり常時看護職員による観察を必要とする難病等

を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。 を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。

② 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、 ② 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、

短期入所療養介護計画に位置づけられた内容の短期入所療養介 短期入所療養介護計画に位置づけられた内容の短期入所療養介

、 、護を行うための標準的な時間によることとされたところであり 護を行うための標準的な時間によることとされたところであり

単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都 単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都

合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、 合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、

短期入所療養介護のサービスが提供されているとは認められな 短期入所療養介護のサービスが提供されているとは認められな

いものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づ いものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づ

けられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものである けられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものである

こと（このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サー こと（このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サー

ビスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えな ビスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えな

い 。また、ここでいう短期入所療養介護を行うのに要する時 い 。また、ここでいう短期入所療養介護を行うのに要する時

間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。 間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。

これに対して、短期入所療養介護計画上、６時間以上８時間 これに対して、短期入所療養介護計画上、６時間以上８時間

未満の短期入所療養介護を予定していたが、当日の利用者の心 未満の短期入所療養介護を予定していたが、当日の利用者の心

身の状況から、５時間の短期入所療養介護を行った場合には、 身の状況から、５時間の短期入所療養介護を行った場合には、

６時間以上８時間未満の短期入所療養介護の単位数を算定でき ６時間以上８時間未満の短期入所療養介護の単位数を算定でき

る。 る。

⑼ ユニットにおける職員に係る減算について ⑻ ユニットにおける職員に係る減算について

５の⑷を準用する。 ５の⑷を準用する。

⑽ 認知症行動・心理症状緊急対応加算について ⑼ 認知症行動・心理症状緊急対応加算について

２の⑼を準用する。 ２の⑼を準用する。
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⑾ 緊急短期入所受入加算について ⑽ 緊急短期入所受入加算について

① 本加算は、介護を行う者が疾病にかかっていることその他や ① 本加算は、介護を行う者が疾病にかかっていることその他や

むを得ない理由により短期入所が必要となった場合であって、 むを得ない理由により短期入所が必要となった場合であって、

かつ、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用する かつ、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用する

ことが計画されていない居宅要介護者に対して、居宅サービス ことが計画されていない居宅要介護者に対して、居宅サービス

計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、その 計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、その

必要性を認め緊急に短期入所療養介護が行われた場合に算定で 必要性を認め緊急に短期入所療養介護が行われた場合に算定で

きる。 きる。

② やむを得ない事情により、当該介護支援専門員との事前の連 ② やむを得ない事情により、当該介護支援専門員との事前の連

携が図れない場合に、利用者又は家族の同意の上、短期入所療 携が図れない場合に、利用者又は家族の同意の上、短期入所療

養介護事業所により緊急に短期入所療養介護が行われた場合で 養介護事業所により緊急に短期入所療養介護が行われた場合で

あって、事後に当該介護支援専門員によって、当該サービス提 あって、事後に当該介護支援専門員によって、当該サービス提

供が必要であったと判断された場合についても、当該加算を算 供が必要であったと判断された場合についても、当該加算を算

定できる。 定できる。

③ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が、緊急 ③ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が、緊急

に居宅サービス計画の変更を必要とした利用者を受け入れる際 に居宅サービス計画の変更を必要とした利用者を受け入れる際

の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８ の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８

日目以降の短期入所療養介護の利用の継続を妨げるものではな 日目以降の短期入所療養介護の利用の継続を妨げるものではな

いことに留意すること。また、緊急に受入れを行った事業所に いことに留意すること。また、緊急に受入れを行った事業所に

ついては、当該利用者が速やかに居宅における生活に復帰でき ついては、当該利用者が速やかに居宅における生活に復帰でき

るよう、居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、相談するこ るよう、居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、相談するこ

と。 と。

④ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の ④ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の

対応などの事項を記録しておくこと。また、緊急利用者にかか 対応などの事項を記録しておくこと。また、緊急利用者にかか

る変更前後の居宅介護サービス計画を保存するなどして、適正 る変更前後の居宅介護サービス計画を保存するなどして、適正

な緊急利用に努めること。 な緊急利用に努めること。

⑤ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には、当 ⑤ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には、当

該加算は算定できないものであること。 該加算は算定できないものであること。

⑥ 緊急受入に対応するため、居宅介護支援事業所や近隣の他事 ⑥ 緊急受入に対応するため、居宅介護支援事業所や近隣の他事

業所との情報共有に努め、緊急的な利用ニーズの調整を行うた 業所との情報共有に努め、緊急的な利用ニーズの調整を行うた

めの窓口を明確化すること。また、空床の有効活用を図る観点 めの窓口を明確化すること。また、空床の有効活用を図る観点

から、情報公表システム、当該事業所のホームページ又は地域 から、情報公表システム、当該事業所のホームページ又は地域

包括支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表する 包括支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表する

よう努めること。 よう努めること。

⑿ 若年性認知症利用者受入加算について ⑾ 若年性認知症利用者受入加算について
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２の⑽を準用する。 ２の⑽を準用する。

⒀ 療養食加算について ⑿ 療養食加算について

２の⑾を準用する。 ２の⒀を準用する。

⒁ サービス提供体制強化加算について ⒀ サービス提供体制強化加算について

① ２の⒁①から④まで及び⑥を準用する。 ① ２の⒄①から④まで及び⑥を準用する。

② 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看 ② 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看

護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又は 護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。 言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。

⒂ 介護職員処遇改善加算について ⒁ 介護職員処遇改善加算について

２⒂を準用する。 ２⒅を準用する。

４ 特定施設入居者生活介護費 ４ 特定施設入居者生活介護費

⑴ その他の居宅サービスの利用について ⑴ 他の居宅サービス及び地域密着型サービスの利用について

特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サービ ① 特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サー

スの利用については、特定施設入居者生活介護費を算定した月に ビス及び地域密着型サービスの利用については、特定施設入居

おいて、その他の居宅サービスに係る介護給付費（居宅療養管理 者生活介護費を算定した月において、当該居宅サービス及び地

指導費を除く は算定しないものであること（外泊の期間中を除 域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除

く 。ただし、特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合 く は算定しないものであること（外泊の期間中を除く 。た

に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の だし、特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当

居宅サービスを利用させることは差し支えないものであること。 該事業者の費用負担により、その利用者に対して他の居宅サー

例えば、入居している月の当初は特定施設入居者生活介護を算定 ビス及び地域密着型サービスを利用させることは差し支えない

し、引き続き入居しているにも関わらず、月の途中から特定施設 ものであること。例えば、入居している月の当初は特定施設入

入居者生活介護に代えて居宅サービスを算定するようなサービス 居者生活介護を算定し、引き続き入居しているにも関わらず、

利用は、居宅サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却する 月の途中から特定施設入居者生活介護に代えて居宅サービスを

ため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中は特定施設入 算定するようなサービス利用は、居宅サービスの支給限度基準

居者生活介護は算定できない。 額を設けた趣旨を没却するため、認められない。なお、入居者

の外泊の期間中は特定施設入居者生活介護は算定できない。

また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス ② 当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（特

（特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の 定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一

一部を、当該特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託 部を、当該特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託

している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等（理学療 している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等（理学

法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん 療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は

摩マッサージ指圧師をいう。以下４において同じ に委託してい あん摩マッサージ指圧師をいう。以下４において同じ に委託

る場合等 には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務 している場合等 には、当該事業者が外部事業者に対して委託

の委託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービス した業務の委託費を支払うことにより、その利用者に対して当

を利用させることができる。この場合には、当該事業者は業務の 該サービスを利用させることができる。この場合には、当該事
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管理及び指揮命令を行えることが必要である。 業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要である。

（新設） ⑵ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について

① 報酬の算定及び支払方法について

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サー

ビス部分（当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介

護事業者が自ら行う特定施設サービス計画の作成、利用者の安

否の確認、利用者の生活相談等に相当する部分）及び各サービ

ス部分（当該事業者が委託する指定居宅サービス事業者（以下

「受託居宅サービス事業者」という が提供する居宅サービス

部分）からなり、イ及びロの単位数を合算したものに特定施設

入居者生活介護の１単位の単価を乗じて得た額が一括して外部

サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われ

る。

介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合

の介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用

されることとなる。

なお、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者においては、居宅サービス基準上、看護職員の配置は義務付

けられていない。

イ 基本サービス部分は１日につき82単位とする。

ロ 各サービス部分については、特定施設サービス計画に基づ

き受託居宅サービス事業者が各利用者に提供したサービスの

実績に応じて算定される。また、各サービス部分の対象サー

ビス及び単位数については、厚生労働大臣が定める外部サー

ビス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用

型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類

及び当該サービスの単位数並びに限度単位数（平成18年厚生

労働省告示第165号）の定めるところにより、当該告示で定め

る単位数を上限として算定する。なお、当該告示に定める各

サービスの報酬に係る算定方法については、指定居宅サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準（平成11年厚生省告

示第19号）に定める各サービスの報酬に係る算定方法と同趣

旨となるが、次の点については取扱が大きく異なるので、留

意されたい。

ａ 訪問介護について
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・訪問介護に係る報酬額については、15分ごとの算定とな

っていること。

・介護福祉士又は介護職員初任者研修課程修了者によるサ

ービス提供に限り、算定すること。

ｂ 訪問看護について

・保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士によるサービス提供に限り算定すること。

② 受託居宅サービス事業者への委託料について

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が受

託居宅サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基

づくものである。

③ 障害者等支援加算について

「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下

の障害等を有する者を指すものである。

イ 「療育手帳制度について （昭和49年９月27日付厚生省発」

児第156号厚生事務次官通知）第五の２の規定により療育手帳

の交付を受けた者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律

第123号）第45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者

ハ 医師により、イ又はロと同等の症状を有するものと診断さ

れた者

（新設） ⑶ 短期利用特定施設入居者生活介護費について

① 短期利用特定施設入居者生活介護については、施設基準第22

号に規定する基準を満たす特定施設において算定できるもので

ある。

② 同号イの要件は、指定特定施設入居者生活介護の事業を行う

者に求められる要件であるので、新たに開設された特定施設な

ど指定を受けた日から起算した期間が３年に満たない特定施設

であっても、同号イに掲げる指定居宅サービスなどの運営につ

いて３年以上の経験を有している事業者が運営する特定施設で

あれば、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することが

できる。

③ 権利金その他の金品の受領禁止の規定に関しては、短期利用

特定施設入居者生活介護を受ける入居者のみならず、当該特定
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施設の入居者に対しても、適用されるものである。

⑵ 個別機能訓練加算について ⑷ 個別機能訓練加算について

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基 ① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基

づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という

について算定する。 について算定する。

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の ② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の

職務に従事する理学療法士等を１名以上配置して行うものであ 職務に従事する理学療法士等を１名以上配置して行うものであ

ること。 ること。

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職 ③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用 員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用

者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を 者ごとにその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画

作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法 を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方

等について評価等を行う。なお、特定施設入居者生活介護にお 法等について評価等を行う。なお、特定施設入居者生活介護に

いては、個別機能訓練計画に相当する内容を特定施設サービス おいては、個別機能訓練計画に相当する内容を特定施設サービ

計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計 ス計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練

画の作成に替えることができるものとすること。 計画の作成に代えることができるものとすること。

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回 ④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回

以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録す 以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録す

る。 る。

（ 、 、 ） （ 、 、 ）⑤ 個別機能訓練に関する記録 実施時間 訓練内容 担当者等 ⑤ 個別機能訓練に関する記録 実施時間 訓練内容 担当者等

は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練 は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練

の従事者により閲覧が可能であるようにすること。 の従事者により閲覧が可能であるようにすること。

⑶ 夜間看護体制加算について ⑸ 夜間看護体制加算について

注５の夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりと ① 注５の夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおり

すること。 とすること。

「24時間連絡できる体制」とは、特定施設内で勤務することを ② 「24時間連絡できる体制」とは、特定施設内で勤務すること

要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な を要するものではなく、夜間においても指定特定施設入居者生

場合には特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいう 活介護事業者から連絡でき、必要な場合には指定特定施設入居

ものである。具体的には、 者生活介護事業者からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をい

うものである。具体的には、

① 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護 イ 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看

職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコー 護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オン

ル体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がな コール体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整

されていること。 備がなされていること。

② 管理者を中心として 介護職員及び看護職員による協議の上 ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の、 、



- 49 -

看護職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化 ど 上、看護職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標（

（ ）のようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされ 準化 どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか

ていること。 がなされていること。

、 、③ 特定施設内研修等を通じ、介護職員及び看護職員に対して、 ハ 特定施設内研修等を通じ 介護職員及び看護職員に対して

②の取り決めが周知されていること。 イ及びロの内容が周知されていること。

④ 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場 ニ 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる

合には、電話やＦＡＸ等により利用者の状態に関する引継を行 場合には、電話やＦＡＸ等により利用者の状態に関する引継

うとともに オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行、 。

うこと。

といった体制を整備することを想定している。 といった体制を整備することを想定している。

⑷ 医療機関連携加算について ⑹ 医療機関連携加算について

① 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下この号に ① 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下この号に

おいて「協力医療機関等」という に情報を提供した日（以下 おいて「協力医療機関等」という に情報を提供した日（以下

この号において「情報提供日」という 前30日以内において、 この号において「情報提供日」という 前30日以内において、

特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満である場合に 特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護

は、算定できないものとする。 を算定した日が14日未満である場合には、算定できないものと

する。

② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。 ② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。

③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定特定施 ③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定特定施

設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間 設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間

及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報 及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報

の内容についても定めておくこと。なお、必要に応じてこれら の内容についても定めておくこと。なお、必要に応じてこれら

以外の情報を提供することを妨げるものではない。 以外の情報を提供することを妨げるものではない。

④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの ④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの

間において、居宅サービス基準第186条に基づき、利用者ごと 間において、居宅サービス基準第186条に基づき、利用者ごとに

に健康の状況について随時記録すること。 健康の状況について随時記録すること。

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（Ｆ ⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（Ｆ

ＡＸを含む 又は電子メールにより行うことも可能とするが、 ＡＸを含む 又は電子メールにより行うことも可能とするが、

協力医療機関等に情報を提供した場合においては、協力医療機 協力医療機関等に情報を提供した場合においては、協力医療機

関の医師又は利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる 関の医師又は利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる

方法により受領の確認を得ること。この場合において、複数の 方法により受領の確認を得ること。この場合において、複数の

利用者の情報を同時に提供した場合には、一括して受領の確認 利用者の情報を同時に提供した場合には、一括して受領の確認

を得ても差し支えない。 を得ても差し支えない。

⑸ 短期利用特定施設入居者生活介護費について （削除）

短期利用特定施設入居者生活介護については、施設基準第25号
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。に規定する基準を満たす特定施設において算定できるものである

同号イの要件は、施設に求められる要件であるので、新たに特

定施設を開設する場合に、他の特定施設において３年以上の経験

を有する者が配置されていたとしても、当該施設として３年以上

の期間が経過しなければ、短期利用特定施設入居者生活介護費を

算定することはできないものである。

特定施設の入居定員に占める入居者の割合については、届出日

の属する月の前３月のそれぞれの末日時点の割合の平均について

算出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月にお

いて直近３月間の入居者の割合がそれぞれ100分の80以上である

。 、 、ことが必要である 当該割合については 毎月記録するものとし

100分の80を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス

通知第一の５の届出を提出しなければならない。

権利金その他の金品の受領禁止の規定に関しては、短期利用特

定施設入居者生活介護を受ける入居者のみならず、当該特定施設

の入居者に対しても、適用されるものである。

⑹ 看取り介護加算について ⑺ 看取り介護加算について

① 看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知 ① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見

見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、そ に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、その

の旨を本人又はその家族に対して説明し、その後の療養方針に 旨を本人又はその家族等（以下「利用者等」という ）に対し。

ついての合意を得た場合において、医師、看護職員、介護職員 て説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての合意

等が共同して、随時本人又はその家族に対して十分な説明を行 を得た場合において、利用者等とともに、医師、看護職員、介

い、療養及び介護に関する合意を得た上で、その人らしさを尊 護職員、介護支援専門員等が共同して、随時、利用者等に対し

重した看取りができるよう支援することを主眼として設けたも て十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得ながら、

のである。 利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよ

う支援することを主眼として設けたものである。

（新設） ② 特定施設は、利用者に提供する看取り介護の質を常に向上さ

せていくため、計画（Plan 、実行（Do 、評価（Check 、改善） ） ）

（Action）のサイクル（PDCAサイクル）により、看取り介護を

実施する体制を構築するとともに、それを強化していくことが

重要であり、具体的には、次のような取組が求められる。

イ 看取りに関する指針を定めることで施設の看取りに対する

方針等を明らかにする（Plan 。）

ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該入所者に係る医師の

診断を前提にして、介護に係る計画に基づいて、入所者がそ
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の人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援を

行う（Do 。）

ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施し

た看取り介護の検証や、職員の精神的負担の把握及びそれに

対する支援を行う（Check 。）

ニ 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制に

ついて、適宜、適切な見直しを行う（Action 。）

なお、指定特定施設入居者生活介護事業者は、看取り介護の

改善のために、適宜、家族等に対する看取り介護に関する報告

会並びに利用者等及び地域住民との意見交換による地域への啓

発活動を行うことが望ましい。

、 、（新設） ③ 質の高い看取り介護を実施するためには 多職種連携により

利用者等に対し、十分な説明を行い、理解を得るよう努めるこ

とが不可欠である。具体的には、指定特定施設入居者生活介護

事業者は、看取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経

過、特定施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選

択肢、医師や医療機関との連携体制などについて、利用者等の

理解が得られるよう継続的な説明に努めることが重要である。

加えて、説明の際には、利用者等の理解を助けるため、利用者

に関する記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供す

ること。

（新設） ④ 看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、生活

相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の

上、看取りに関する指針が定められていることが必要であり、

同指針に盛り込むべき項目としては、例えば、以下の事項が考

えられる。

イ 当該特定施設の看取りに関する考え方

ロ 終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応じ

た介護の考え方

ハ 特定施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選

択肢

ニ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含

む）

ホ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法

ヘ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式
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ト 家族への心理的支援に関する考え方

チ その他看取り介護を受ける利用者に対して特定施設の職員

が取るべき具体的な対応の方法

（新設） ⑤ 看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、施設基準第23号

ハに規定する重度化した場合における対応に係る指針に記載す

る場合は、その記載をもって看取り指針の作成に代えることが

できるものとする。

（新設） ⑥ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録

等に記録するとともに、多職種連携を図るため、医師、看護職

員、介護職員、介護支援専門員等による適切な情報共有に努め

ること。

イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等について

の記録

ロ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化

及びこれに対するケアについての記録

ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向

と、それに基づくアセスメント及び対応についての記録

（新設） ⑦ 利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で

同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載す

るとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。

また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族

の来訪が見込まれないような場合も、医師、看護職員、介護職

員等が利用者の状態等に応じて随時、利用者に対する看取り介

護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認めら

れる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保

されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載する

とともに、利用者の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわら

ず特定施設への来訪がなかった旨を記載しておくことが必要で

ある。

なお、家族が利用者の看取りについて共に考えることは極め

て重要であり、指定特定施設入居者生活介護事業者は、連絡を

取ったにもかかわらず来訪がなかったとしても、継続的に連絡

を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進め

る必要がある。
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② 看取り介護加算は、95号告示第24号に定める基準に適合する ⑧ 看取り介護加算は、利用者等告示第29号に定める基準に適合

看取り介護を受けた利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて する看取り介護を受けた利用者が死亡した場合に、死亡日を含

30日を上限として、特定施設において行った看取り介護を評価 めて30日を上限として、特定施設において行った看取り介護を

するものである。 評価するものである。

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自 死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自

、 、 、 、宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが その際には 宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが その際には

当該特定施設において看取り介護を直接行っていない退居した 当該特定施設において看取り介護を直接行っていない退居した

日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない （し 日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない （し。 。

たがって、退居した日の翌日から死亡日までの期間が30日以上 たがって、退居した日の翌日から死亡日までの期間が30日以上

あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない

③ 特定施設を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定 ⑨ 特定施設を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定

可能であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定するこ 可能であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定するこ

とから、利用者側にとっては、施設に入居していない月につい とから、利用者側にとっては、特定施設に入居していない月に

ても自己負担を請求されることになるため、利用者が退居等す ついても自己負担を請求されることになるため、利用者が退居

る際、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護 等する際、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り

、加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文 介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し

書にて同意を得ておくことが必要である。 文書にて同意を得ておくことが必要である。

④ 特定施設は、退居等の後も、継続して利用者の家族への指導 ⑩ 特定施設は、退居等の後も、継続して利用者の家族への指導

や医療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、利用 や医療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、利用

者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、利 者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、利

用者の死亡を確認することができる。 用者の死亡を確認することができる。

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医 なお、情報の共有を円滑に行う観点から、指定特定施設入居

療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施 者生活介護事業者が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ね

設に対して本人の状態を伝えることについて、退居等の際、本 たときに、当該医療機関等が指定特定施設入居者生活介護事業

人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが 者に対して本人の状態を伝えることについて、退居等の際、本

必要である。 人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが

必要である。

⑤ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については （削除）、

口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を

記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要で

ある。

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に

連絡しても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介

護職員等が利用者の状態等に応じて随時、利用者に対する看取

り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認
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められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保

されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載する

とともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず

来てもらえなかった旨を記載しておくことが必要である。

なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極

めて重要であり、施設は、可能な限り家族の意思を確認しなが

ら介護を進める必要がある。

（新設） ⑪ 利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院

又は外泊期間が死亡日以前30日の範囲内であれば、当該入院又

は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可

能である。

（新設） ⑫ 入院若しくは外泊又は退去の当日について看取り介護加算を

算定できるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどう

かによる。

⑺ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について （削除）

① 報酬の算定及び支払方法について

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サー

ビス部分（当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介

護事業者が自ら行う特定施設サービス計画の作成、利用者の安

否の確認、利用者の生活相談等に相当する部分）及び各サービ

ス部分（当該事業者が委託する指定居宅サービス事業者（以下

「受託居宅サービス事業者」という が提供する居宅サービス

部分）からなり、イ及びロの単位数を合算したものに特定施設

入居者生活介護の１単位の単価を乗じて得た額が一括して外部

サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われ

る。

介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合

の介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用

されることとなる。

なお、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者においては、居宅サービス基準上、看護職員の配置は義務付

けられていない。

イ 基本サービス部分は１日につき87単位とする。

ロ 各サービス部分については、特定施設サービス計画に基づ
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き受託居宅サービス事業者が各利用者に提供したサービスの

実績に応じて算定される。また、各サービス部分の対象サー

ビス及び単位数については、厚生労働大臣が定める外部サー

ビス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用

型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類

及び当該サービスの単位数並びに限度単位数（平成18年厚生

労働省告示第165号）の定めるところにより、当該告示で定

める単位数を上限として算定する。なお、当該告示に定める

各サービスの報酬に係る算定方法については、指定居宅サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準（平成11年厚生省

告示第19号）に定める各サービスの報酬に係る算定方法と同

趣旨となるが、次の点については取扱が大きく異なるので、

留意されたい。

ア 訪問介護について

・訪問介護に係る報酬額については、15分ごとの算定とな

っていること。

・介護福祉士又は介護職員初任者研修課程修了者によるサ

ービス提供に限り、算定すること。

イ 訪問看護

・保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士によるサービス提供に限り算定すること。

② 受託居宅サービス事業者への委託料について

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が受

託居宅サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基

づくものである。

③ 障害者等支援加算について

「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下

の障害等を有する者を指すものである。

ａ 「療育手帳制度について （昭和49年９月27日付厚生省発」

児第156号厚生事務次官通知）第五の２の規定により療育手

帳の交付を受けた者

ｂ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律

第123号）第45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けた者

ｃ 医師により、ａ又はｂと同等の症状を有するものと診断さ
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れた者

（新設） ⑻ 認知症専門ケア加算について

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認

められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生

活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入居者を指すものと

する。

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは 「認知症介護実践、

者等養成事業の実施について （平成18年３月31日老発第03310」

10号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成

事業の円滑な運営について （平成18年３月31日老計第0331007」

号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リー

ダー研修」を指すものとする。ただし、平成28年３月31日まで

の間にあっては 「認知症介護に係る専門的な研修を修了して、

いる者」とあるのは、認知症介護実践リーダー研修の研修対象

者（認知症介護実践者等養成事業実施要綱（平成21年３月26日

。 「 」 。） ）老発第0326003号 以下 要綱 という ４⑴③イに掲げる者

に該当する者であって、かつ、平成27年９月30日までの間に当

該研修の受講の申し込みを行っている者を含むものとする。

③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは 「認知症介、

護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者

等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指

導者研修」を指すものとする。ただし、平成28年３月31日まで

の間にあっては 「認知症介護の指導に係る専門的な研修を修、

了している者」とあるのは、認知症介護指導者研修の研修対象

者（要綱４⑸③において都道府県等から推薦を受けた者又は介

護保険施設・事業所等の長から推薦を受けた者）に該当する者

であって、かつ、平成27年９月30日までの間に当該研修の受講

の申し込みを行っている者を含むものとする。

（新設） ⑼ サービス提供体制強化加算について

① ２の⒄①から④まで及び⑥を準用する。

② 指定特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居

者生活介護を入居者に直接提供する職員とは、生活相談員、介

護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を

指すものとする。

⑻ 介護職員処遇改善加算について ⑽ 介護職員処遇改善加算について
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２⒂を準用する。 ２⒂を準用する。

５ 介護福祉施設サービス ５ 介護福祉施設サービス

⑴ 所定単位数を算定するための施設基準について ⑴ 所定単位数を算定するための施設基準について

介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介 介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介

護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ 護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ

か、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが か、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが

必要であること（施設基準第48号 。 必要であること（施設基準第47号 。） ）

⑵ 介護福祉施設サービス費を算定するための基準について ⑵ 介護福祉施設サービス費を算定するための基準について

介護福祉施設サービス費は、施設基準第49号に規定する基準に 介護福祉施設サービス費は、施設基準第48号に規定する基準に

従い、以下の通り、算定すること。 従い、以下の通り、算定すること。

イ 施設基準第49号イに規定する介護福祉施設サービス費 イ 施設基準第48号イに規定する介護福祉施設サービス費

介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が 介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が

１人のものに限る （｢従来型個室」という の入所者に対し １人のものに限る （以下「従来型個室」という の入所者に

て行われるものであること。 対して行われるものであること。

ロ 施設基準第49号ロに規定する介護福祉施設サービス費 ロ 施設基準第48号ロに規定する介護福祉施設サービス費

介護福祉施設サービスが、平成24年４月１日において現に存 介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が

する介護老人福祉施設（同日において建築中のものを含み、同 ２人以上のものに限る （以下「多床室」という の入所者に

日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く におい 対して行われるものであること。

て、ユニットに属さない居室（定員が２人以上のものに限る

の入所者に対して行われるものであること。

ハ 施設基準第49号ハに規定する介護福祉施設サービス費 （削除）

介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が

２人以上であるものに限る の入所者に対して行われるもの ロ（

に該当するものを除く であること。

ニ 施設基準第49号ニに規定する介護福祉施設サービス費 ハ 施設基準第48号ハに規定する介護福祉施設サービス費

介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護 介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護

老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成12年厚 老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成12年厚

生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という 第 生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という 第4

40条第１項第１号イ⑶（ⅰ （指定居宅サービス基準改正省令 0条第１項第１号イ⑶（ⅰ （指定居宅サービス基準改正省令附） ）

附則第３条の規定により読み替えて適用する場合を含む を満 則第３条の規定により読み替えて適用する場合を含む を満た

たすものに限る （ ユニット型個室」という の入居者に対 すものに限る （以下「ユニット型個室」という の入居者に「

して行われるものであること。 対して行われるものであること。

ホ 施設基準第49号ホに規定する介護福祉施設サービス費 ニ 施設基準第48号ニに規定する介護福祉施設サービス費

介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護 介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護

老人福祉施設基準第40条第１項第１号イ⑶（ⅱ）を満たすもの 老人福祉施設基準第40条第１項第１号イ⑶（ⅱ）を満たすもの
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に限るものとし、同（ⅰ （指定居宅サービス基準改正省令附 に限るものとし、同（ⅰ （指定居宅サービス基準改正省令附） ）

則第３条の規定により読み替えて適用する場合を含む を満た 則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む を満た

すものを除く （｢ユニット型準個室」という の入居者に対 すものを除く （以下「ユニット型準個室」という の入居者

して行われるものであること。 に対して行われるものであること。

⑶ やむを得ない措置等による定員の超過 ⑶ やむを得ない措置等による定員の超過

原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者 原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者

数を含む が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算 数を含む が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算

の対象となり、所定単位数の100分の70を乗じて得た単位数を算 の対象となり、所定単位数の100分の70を乗じて得た単位数を算

定することとなるが、①及び②の場合においては、入所定員に10 定することとなるが、①及び②の場合においては、入所定員に10

0分の105を乗じて得た数（入所定員が40人を超える場合にあって 0分の105を乗じて得た数（入所定員が40人を超える場合にあって

は、利用定員に２を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、 は、利用定員に２を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、

入所定員に100分の105を乗じて得た数までは減算が行われないも 入所定員に100分の105を乗じて得た数までは減算が行われないも

のであること（通所介護費等の算定方法第12号イ 。なお、この のであること（通所介護費等の算定方法第12号イ 。なお、この） ）

取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、 取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、

速やかに定員超過利用を解消する必要があること。 速やかに定員超過利用を解消する必要があること。

① 老人福祉法第11条第１項第２号の規定による市町村が行った ① 老人福祉法第11条第１項第２号の規定による市町村が行った

措置による入所（同法第10条の４第１項第３号の規定による市 措置による入所（同法第10条の４第１項第３号の規定による市

町村が行った措置により当該指定介護老人福祉施設において空 町村が行った措置により当該指定介護老人福祉施設において空

床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む に 床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む に

よりやむを得ず入所定員を超える場合 よりやむを得ず入所定員を超える場合

② 当該施設の入所者であったものが、指定介護老人福祉施設基 ② 当該施設の入所者であったものが、指定介護老人福祉施設基

準第19条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より 準第19条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より

早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点 早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点

で当該施設が満床だった場合（当初の再入所予定日までの間に で当該施設が満床だった場合（当初の再入所予定日までの間に

限る 限る

③ 近い将来、指定介護老人福祉施設本体に入所することが見込 ③ 近い将来、指定介護老人福祉施設本体に入所することが見込

まれる者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生 まれる者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生

活を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案し 活を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案し

て施設に入所をすることが適当と認められる者が、指定介護老 て施設に入所をすることが適当と認められる者が、指定介護老

人福祉施設（当該施設が満床である場合に限る に入所し、併 人福祉施設（当該施設が満床である場合に限る に入所し、併

設される指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定介 設される指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定介

護福祉施設サービスを受けることにより、介護老人福祉施設の 護福祉施設サービスを受けることにより、介護老人福祉施設の

入所定員を超過する場合 入所定員を超過する場合

⑷ ユニットにおける職員に係る減算について ⑷ ユニットにおける職員に係る減算について

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準 ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準
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に満たない場合の減算については、ある月（暦月）において基準 に満たない場合の減算については、ある月（暦月）において基準

に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たな に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たな

い状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定 い状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定

単位数が減算されることとする（ただし、翌月の末日において基 単位数が減算されることとする（ただし、翌月の末日において基

準を満たすに至っている場合を除く 。 準を満たすに至っている場合を除く 。

⑸ 身体拘束廃止未実施減算について ⑸ 身体拘束廃止未実施減算について

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等 身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等

が行われていた場合ではなく、指定介護老人福祉施設基準第11条 が行われていた場合ではなく、指定介護老人福祉施設基準第11条

第５項の記録（同条第４項に規定する身体拘束等を行う場合の記 第５項の記録（同条第４項に規定する身体拘束等を行う場合の記

録）を行っていない場合に、入所者全員について所定単位数から 録）を行っていない場合に、入所者全員について所定単位数から

減算することとなる。具体的には、記録を行っていない事実が生 減算することとなる。具体的には、記録を行っていない事実が生

じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実 じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実

が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知 が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知

事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認めら 事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認めら

れた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減 れた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減

算することとする。 算することとする。

⑹ 日常生活継続支援加算について ⑹ 日常生活継続支援加算について

、 、① 注５の日常生活継続支援加算は、重度の要介護状態の者や認 ① 注５の日常生活継続支援加算は 居宅での生活が困難であり

知症の入所者が多くを占める施設において、介護福祉士資格を 介護老人福祉施設への入所の必要性が高いと認められる重度の

有する職員を手厚く配置することにより、可能な限り個人の尊 要介護状態の者や認知症である者等を積極的に入所させるとと

厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援する もに、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置し、質の高い

ことを評価するものである。 介護福祉施設サービスを提供することにより、そうした入所者

が可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続すること

ができるよう支援することを評価するものである。

② 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が ② 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認

認められることから介護を必要とする認知症の入所者」とある められることから介護を必要とする認知症である者」とあるの

、 、 。のは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者をい は 日常生活自立度のランクⅢ Ⅳ又はＭに該当する者をいう

う。

③ 要介護４又は５の者の割合、日常生活に支障をきたすおそれ ③ 算定日の属する月の前６月間又は前12月間における新規入所

のある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とす 者の総数における要介護４又は５の者の割合及び日常生活に支

る認知症の入所者の割合及び社会福祉士及び介護福祉士法施行 障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから

規則（昭和62年厚生省令第49号）第１条各号に掲げる行為を必 介護を必要とする認知症である者の割合を算出する際には、対

要とする者の占める割合については、届出日の属する月の前３ 象となる新規入所者ごとのその入所の日における要介護度及び

月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出すること。 日常生活自立度の判定結果を用いること。また、届出を行った

また、届出を行った月以降においても、毎月において直近３月 月以降においても、毎月において直近６月間又は12月間のこれ
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間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要 らの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。

である。これらの割合については、毎月記録するものとし、所 これらの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合

定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第一

通知第一の５の届出を提出しなければならない。 の５の届出を提出しなければならない。

（新設） ④ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令第4

9号）第１条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合につ

いては、届出日の属する月の前３月のそれぞれの末日時点の割

合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降に

おいても、毎月において直近３月間のこれらの割合がそれぞれ

所定の割合以上であることが必要である。これらの割合につい

ては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合につ

いては、直ちに訪問通所サービス通知第一の５の届出を提出し

なければならない。

④ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を ⑤ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を

算出する際の入所者数については、第二の１⑸②を準用するこ 算出する際の入所者数については、第二の１⑸②を準用するこ

と。また、介護福祉士の員数については、届出日の属する月の と。また、介護福祉士の員数については、届出日の属する月の

前３月間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出し 前３月間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出し

、 。 、 、 。 、た値が 必要な人数を満たすものでなければならない さらに た値が 必要な人数を満たすものでなければならない さらに

届出を行った月以降においても、毎月において直近３月間の介 届出を行った月以降においても、毎月において直近３月間の介

、 、護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり 護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり

必要な人数を満たさなくなった場合は、直ちに訪問通所サービ 必要な人数を満たさなくなった場合は、直ちに訪問通所サービ

ス通知第一の５の届出を提出しなければならない。 ス通知第一の５の届出を提出しなければならない。

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格 なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を

を取得している者とすること。 取得している者とすること。

⑤ 当該加算を算定する場合にあっては、タのサービス提供体制 ⑥ 当該加算を算定する場合にあっては、タのサービス提供体制

強化加算は算定できない。 強化加算は算定できない。

⑺ 看護体制加算について ⑺ 看護体制加算について

① 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、指定 ① 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、指定

短期入所生活介護事業所とは別に、必要な数の看護職員を配置 短期入所生活介護事業所とは別に、必要な数の看護職員を配置

する必要がある。具体的には、２⑺①のとおりとすること。 する必要がある。具体的には、２⑻①のとおりとすること。

② 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護 ② 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護

を行っている場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者 を行っている場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者

「 」 「 」と指定短期入所生活介護の利用者を合算したものを 入所者数 と指定短期入所生活介護の利用者を合算したものを 入所者数

として取り扱い、一体的に加算を行うこと。具体的には、２⑺ として取り扱い、一体的に加算を行うこと。具体的には、２⑺

②のとおりとすること。 ②のとおりとすること。
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③ 看護体制加算（Ⅰ）イ及び看護体制加算（Ⅱ）イ又は看護体 ③ 看護体制加算（Ⅰ）イ及び看護体制加算（Ⅱ）イ又は看護体

制加算（Ⅰ）ロ及び看護体制加算（Ⅱ）ロは、それぞれ同時に 制加算（Ⅰ）ロ及び看護体制加算（Ⅱ）ロは、それぞれ同時に

算定することが可能である。この場合にあっては、看護体制加 算定することが可能である。この場合にあっては、看護体制加

算（Ⅰ）イ又はロにおいて加算の対象となる常勤の看護師につ 算（Ⅰ）イ又はロにおいて加算の対象となる常勤の看護師につ

いても、看護体制加算（Ⅱ）イ又はロにおける看護職員の配置 いても、看護体制加算（Ⅱ）イ又はロにおける看護職員の配置

数の計算に含めることが可能である。 数の計算に含めることが可能である。

④ 「24時間連絡できる体制」とは、施設内で勤務することを要 ④ 「24時間連絡できる体制」とは、施設内で勤務することを要

するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な

場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうも 場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうも

のである。具体的には、 のである。具体的には、

イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の

上、夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関す 上、夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関す

る取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされているこ る取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされているこ

と。 と。

ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の

上、看護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標 上、看護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標

（ ） （ ）準化 どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか 準化 どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか

がなされていること。 がなされていること。

ハ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、イ及びロ ハ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、イ及びロ

の内容が周知されていること。 の内容が周知されていること。

ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合 ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合

には、電話やＦＡＸ等により入所者の状態に関する引継を行 には、電話やＦＡＸ等により入所者の状態に関する引継を行

うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこ うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこ

と。 と。

といった体制を整備することを想定している。 といった体制を整備することを想定している。

⑻ 夜勤職員配置加算について ⑻ 夜勤職員配置加算について

① 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平 ① 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平

均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後10時から翌日の 均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後10時から翌日の

午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいう における 午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいう における

延夜勤時間数を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除するこ 延夜勤時間数を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除するこ

、 。 、 。とによって算定し 小数点第３位以下は切り捨てるものとする とによって算定し 小数点第３位以下は切り捨てるものとする

② 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別 ② 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別

養護老人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行って 養護老人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行って

いる場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者数と指定 いる場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者数と指定

介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定介護老人福 介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定介護老人福


